
第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第１章　高齢者がはつらつと暮らせるまち　／　施策方針　第１節　健康保持と健康寿命の延伸　／　基本施策　第１項　健康管理の継続支援と生活習慣病の予防

1 健康教育
健康課
高齢者支援課

　生活習慣病の予防や健
康に関して正しい知識の
普及を図り健康の保持増
進を図るよう支援しま
す。

生活習慣病などの健康教育を年5
回実施（健康課）

予定通りに健康教育を実
施できた。

B
生活習慣病の予防や健
康に関連した教育を実
施できた。

B
教育事業の周知啓発を
図る。

必要時、高齢者に応じ
た知識の普及を図る。

2 健康相談 健康課

　健康センター、中央図
書館等で心身の健康に関
する相談を実施し、対象
者に応じた健康管理のた
めの指導や助言を行いま
す。

中央図書館で健康相談12回、栄養
相談12回

予定通りに事業を実施で
きたため

B

利用者本人や家族の心
身の健康に関する個別
の相談に応じ、必要な
指導及び助言を行っ
た。

B
個別性が高いため、関
連機関との調整が必要

必要時、関係機関と連
携し支援する

3

データヘ
ルス計画
にもとづ
いた保健
事業【拡
充】

保険年金課
健康課

　特定健康診査の結果や
レセプトデータの分析に
もとづき、生活習慣病の
重症化の予防や、異常値
を放置している者への受
診勧奨などを行います。
（糖尿病性腎症重症化予
防事業、生活習慣病治療
中断者受診勧奨事業、各
種講演会等）

実施期間：令和5年9月～令和5年
11月
対象者数：3,372人
受診者数：71人
受 診 率：2.1％
受診率は昨年度と同じであった。

概ね予定通り実施され
た。

B

健康増進法に基づき、
ポスター・チラシによ
る啓発およびLINEでの
周知を行った。

B
・万年の低受診率。
・がん検診と比較して
興味が低い。

受診率向上のため、引
き続き、周知方法の検
討・実施をする。

4
特定健康
診査

健康課
保険年金課

　「高齢者の医療の確保
に関する法律」にもとづ
き、40 歳から74 歳まで
の市国保加入者を対象に
メタボリックシンドロー
ムに着目した特定健康診
査を行います。

各種がん検診を実施した。
胃がん検診(35歳以上)：1,579人
肺がん検診(40歳以上)：1,986人
大腸がん検診(40歳以上)：13,975
人
乳がん検診(40歳以上)：2,068人
子宮頸がん検診(20歳以上)：
2,081人
骨密度検診(18歳以上)： 1,085人

概ね予定どおり実施した
ものである。

B
各種がんの早期発見等
に一定の効果を上げた
ものである。

B 受診率のさらなる向上
国の推奨するがん検診
について、受診率の向
上を図る

5
特定保健
指導

健康課
保険年金課

　特定健康診査の分析結
果により、メタボリック
シンドローム等の該当者
や予備群を対象に、特定
保健指導を行い、対象者
が健診結果を理解し、生
活習慣の改善および健康
の自己管理ができるよう
支援します。

中央図書館で健康相談12回、栄養
相談12回の健康相談を行ったほ
か、各種保健サービスを総合的に
推進した。

概ね予定通り実施され
た。

B
市民に施すべき保健
サービスを着実に実施
した。

B
個人の健康事情に応じ
たサービスのより一層
の提供

個人へのアプローチの
模索

6
成人歯科
検診

健康課

　「健康増進法」にもと
づき、65歳・70歳の市民
を対象に歯科検診を行
い、生涯にわたる歯と口
腔の健康保持・増進を図
ります。

実施期間：令和5年9月～令和5年
11月
対象者数：3,372人
受診者数：71人
受 診 率：2.1％
受診率は昨年度と同じであった。

概ね予定通り実施され
た。

B

健康増進法に基づき、
ポスター・チラシによ
る啓発およびLINEでの
周知を行った。

B
・万年の低受診率。
・がん検診と比較して
興味が低い。

受診率向上のため、引
き続き、周知方法の検
討・実施をする。
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7

後期高齢
者医療健
康診査
【拡充】

健康課
保険年金課

　「高齢者の医療の確保
に関する法律」にもとづ
き、後期高齢者医療制度
の加入者を対象に健康診
査を行い、高齢者の生活
習慣病の早期発見および
健康の維持と増進を図り
ます。

実施期間：令和5年6月～11月
対象者数：20,047人
受診者数：11,266人
受 診 率：　56.20％
前年度より、0.2％受診率が増加
した。

対象者への受診券の送
付、広報、行政メール、
ホームページの掲載、実
施医療機関や薬局、市施
設、郵便局等でのポス
ター掲示、多摩ケーブル
テレビ、ツイッター等で
周知に努めた。

B

高齢者の健康の維持と
増進、医療費の増加抑
制に努め、目標値の
55％を上回った。

B 受診率の向上
継続して受診勧奨、周
知を行う。

8
後期高齢
者歯科健
康診査

健康課
保険年金課

　「高齢者の医療の確保
に関する法律」にもとづ
き、後期高齢者医療制度
の加入者を対象に歯科健
康診査を行い口腔機能の
低下や、誤嚥性肺炎等の
後期高齢者に多くみられ
る疾病の予防を図りま
す。

実施期間：令和5年9月～11月
対象者数：20,785人
受診者数：469人
受 診 率：2.3％
東京都後期高齢者医療広域連合健
康診査・歯科健康診査推進計画の
目標受診率が2.0％なので、目標
を0.3ポイント上回った。

歯科医療機関や特定健診
実施医療機関、薬局、金
融機関、郵便局、スーパ
－等にポスタ-を掲示し、
またケーブルネットワー
クで受診勧奨の放映をし
た。

B

歯・歯肉の状態、口腔
内の衛生状態を確認
し、口腔機能の低下維
持の恐れがある高齢者
をスクリーニングし、
口腔機能の維持、向
上、全身疾患の予防に
努めた。

B 受診率の維持、向上
継続して受診勧奨、周
知を行う。

9
がん等の
検診事業
【拡充】

健康課

胃がん・肺がん・大腸が
ん・子宮頸がん・乳がん
の早期発見を目的に、各
種がん検診を行います。
また、骨密度検診を実施
し、骨粗しょう症予防の
啓発に努めます。

各種がん検診を実施した。
胃がん検診(35歳以上)：1,579人
肺がん検診(40歳以上)：1,986人
大腸がん検診(40歳以上)：13,975
人
乳がん検診(40歳以上)：2,068人
子宮頸がん検診(20歳以上)：
2,081人
骨密度検診(18歳以上)： 1,085人

概ね予定どおり実施した
ものである。

B
各種がんの早期発見等
に一定の効果を上げた
ものである。

B 受診率のさらなる向上
国の推奨するがん検診
について、受診率の向
上を図る

基本目標　第１章　高齢者がはつらつと暮らせるまち　／　施策方針　第１節　健康保持と健康寿命の延伸　／　基本施策　第２項　健康体操の推進

10
のびのび
体操教室

スポーツ推進
課

　65歳以上の方を対象に
軽度なリズム体操、筋力
トレーニングを行いま
す。

指定管理者にて実施
・パワーヨガ
　延べ回数：49回
　延べ参加人数：824人
・骨盤調整ヨガ
　延べ回数：49回
　延べ参加人数：739人
・リラックスヨガ
　延べ回数：45回
　延べ参加人数：765人
・アクティブヨガ
　延べ回数：45回
　延べ参加人数：461人

新型コロナウイルス感染
症の影響により、延べ参
加人数が減少したが、令
和４年度より増加してき
た。

A

ヨガを通して、全身を
心地よくストレッチす
ることで、リラックス
を亢進することができ
た。

A

新型コロナウイルス
感染症の流行（対
策）に伴う延べ参加
人数が減少したが、
令和４年度より増加
している。今後も継
続し、流行以前の水
準となるようにす
る。

継続実施。周知方法の
改善・拡充。

- 2 -



第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

11
登録制ヨ
ガ教室
【新規】

スポーツ推進
課

　参加者が目的に合わせ
て選べる複数種類のヨガ
教室を実施します。

・住友金属鉱山アリーナ青梅のデ
ジタルサイネージにおいて、体操
啓発動画を放映したほか、ゆめう
め体操推進員連絡会議を開催し、
体操の周知方法等について検討を
行った。
・検診時や教室等の際にDVD放映
や体操を実施した。（健康課）

・令和4年3月12日に市公
式YouTubeチャンネルでゆ
めうめ体操の動画を公開
したほか、庁内に推進員
を置き周知方法について
検討した。
・実施、放映し周知を
図った。（健康課）

B

・新たにゆめうめ体操
を作成することで、体
操の普及・啓発を促進
した。
・周知を図った（健康
課）

B

・今後、市民に対しど
のように普及・啓発を
行っていくかが課題と
なっている。
・教室の対象者64歳以
下の方には運動強度が
低く関心が低い（健康
課）

・類似の事業があるた
め計画からは削除す
る。

12

ゆめうめ
体操（仮
称）【新
規】

高齢者支援課
健康課
スポーツ推進
課

　子どもから高齢者ま
で、全世代を対象とした
青梅市オリジナル体操を
作成し、各種イベントで
の実演を通じて周知を図
ります。

・4月～3月まで各市民センター計
110回、参加者数（延べ）計1,547
人　(健康課)

参加者の健康面を配慮
し、会場や内容を検討し
実施

B
運動実践指導を行い、
健康保持・増進に寄与
した

B
参加者の年齢層が若年
～中年層がおらず、偏
りが生じている。

検討した結果、事業を
終了とした。

13

いきいき
健康体操
教室【新
規】

スポーツ推進
課
高齢者支援課
健康課

　幅広い年齢層を対象と
した健康体操教室を市内
11か所の市民センターで
実施し、健康の維持と増
進に努めます。

市内の教室等で梅っこ体操をはじ
め介護予防の運動や知識の普及啓
発を行った。
実施回数　10回

介護予防教室等の中で介
護予防の普及啓発を行い
ながら、梅っこ体操を実
施して健康づくりに取り
組んだ。

B

梅っこ体操をはじめと
した運動を実践しても
らうことで市民が主体
的に取り組める健康づ
くりを促進した。

B

教室を開催できていな
い地域もあるため、そ
ういった地域にも教室
を開催していく必要が
ある。

現状維持

基本目標　第１章　高齢者がはつらつと暮らせるまち　／　施策方針　第１節　健康保持と健康寿命の延伸　／　基本施策　第３項　介護予防の推進

14

介護予防
運動等の
普及・啓
発

高齢者支援課

　青梅市介護予防オリジ
ナル体操「梅っこ体操」
等の介護予防の運動や知
識の普及を図り、地域住
民が主体的に体操等を通
じて介護予防や健康づく
りに取り組むことを目指
します。

指定管理者にて継続実施
延べ回数：50回
延べ参加人数：2804人

新型コロナウイルス感染
症の影響により、延べ参
加人数が減少したが、令
和４年度より増加してき
た。

A

音楽にあわせて体を動
かす楽しさから、健康
増進へと繋げることが
できた。

A

新型コロナウイルス
感染症の流行（対
策）に伴う延べ参加
人数が減少したが、
令和４年度より増加
している。今後も継
続し、流行以前の水
準となるようにす
る。

継続実施。周知方法の
改善・拡充。

15

フレイル
予防に関
する普
及・啓発

高齢者支援課
健康課

　健康な状態と要介護状
態の中間の状態である
「フレイル」を予防する
ため、運動・栄養・社会
参加の３つのポイントか
ら、フレイル予防につい
ての情報提供の機会をつ
くります。

・介護予防教室でフレイル予防に
関する講義や運動を行った。
実施回数　33回　
参加人数延べ539人（高齢者支援
課）
・介護予防やフレイル予防に関す
る内容を盛り込んだ「介護予防だ
より」等を作成し、介護予防教室
や通いの場、窓口などで配布する
ことで、多くの市民へフレイル予
防の重要性について周知を行っ
た。（高齢者支援課）

・介護予防教室でフレイ
ル予防を行った他、フレ
イル予防の冊子を市民に
配布することでフレイル
予防の普及啓発を行っ
た。

B

・健康運動指導士の
他、理学療法士、歯科
衛生士、管理栄養士、
フレイル予防推進員な
ど各専門職を講師にす
ることで多角的にフレ
イル予防を行うことが
できた。

B

・フレイルの認知度は
未だ低い為、各教室や
配布物等を通して引続
きフレイル予防の普及
啓発に取組む必要があ
る。

現状維持
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16

元気に♪
楽しく♪
梅っこ体
操

高齢者支援課
スポーツ推進
課

　本市オリジナルの介護
予防体操である梅っこ体
操の普及のための取組を
行います。

介護予防教室や通いの場、出前講
座で梅っこ体操の実施し、普及啓
発を行った。
実施回数　　10回

市内のイベントや介護予
防教室等で梅っこ体操を
市民の前で実践して普及
啓発を行った。

B

広報以外でも実地で市
民の前で梅っこ体操を
実施することで、体操
の普及啓発に繋がっ
た。

B

自宅から外に出られな
い方に向けての普及啓
発をしていく必要があ
る。

現状維持

17

高齢者の
保健事業
と介護予
防の一体
的な実施
【新規】

高齢者支援課
保険年金課
健康課

　ＫＤＢ（国保データ
ベース）システムを活用
し、地域の高齢者の健康
課題の把握や、庁内外関
係者間および医療関係団
体等の連携を深め、事業
の企画・調整・分析等を
行い事業の基本的な方針
を作成します。
　この方針にもとづき、
高齢者への個別的支援
（ハイリスクアプロー
チ）および通いの場での
積極的関与（ポピュレー
ションアプローチ）によ
る支援を行います。

高齢者支援課、保険年金課、健康
課の三部署で打ち合わせを行い、
どのような体制で実施することが
望ましいか話し合った。また、先
進事例として日野市役所を視察
し、実際の業務を確認したうえで
青梅市ではどのような取組が可能
か協議した。

医療専門職に対し一定の
認識の共有ができ、実施
内容についての具体化に
向けた協力体制を作るこ
とができた。

B

関係部署が多岐にわた
る中で一体的実施に向
けた実務者の認識の共
有、関係部署所属長と
の認識の共有を経て令
和６年度の本格的実施
に向けての下地作りが
できた。

B
実施内容の具体化、体
制の整備

企画担当の医療専門職
を配置し、ＫＤＢを分
析しながらポピュレー
ションアプローチ、ハ
イリスクアプローチを
実施する。なお、ポ
ピュレーションアプ
ローチについては３圏
域で実施する。

基本目標　第１章　高齢者がはつらつと暮らせるまち　／　施策方針　第２節　はつらつと暮らすための総合的支援　／　基本施策　第１項　地域で活動する団体への支援

18
高齢者ク
ラブへの
支援 

高齢者支援課

　高齢者の仲間づくり、
生きがいづくりのため
に、継続して高齢者クラ
ブへの支援を行います。

高齢者クラブ連合会および各単位
クラブへ補助金を交付し、活動の
支援を行った。
・単位クラブ
　クラブ数：49クラブ
　会員数：4,226人
　補助金額：16,335千円
・連合会
　補助金額：758千円

健康増進、ボランティア
活動、クラブ活動等への
支援を実施した。

B

健康増進、ボランティ
ア活動、クラブ活動等
に対して補助金を交付
することにより、連合
会および各単位クラブ
の活動を支援した。

B

会員の高齢化に伴う役
員の担い手不足などに
より、クラブ数や会員
数が減少傾向である。

現状維持

19

自主グ
ループ活
動への支
援

社会教育課

　自主グループをホーム
ページ等に掲載するな
ど、情報提供を行いま
す。

生涯学習サークルとして登録して
いる自主グループをホームページ
に掲載し周知した。
文化系：83団体
体育系： 28団体
合　計：111団体

ホームページ掲載等を通
じて情報提供を行い自主
グループ活動の支援する
ことができた。

B

ホームページ掲載等を
通じて情報提供を行い
自主グループ活動の支
援をすることで、施策
推進に貢献した。

B

より多くの市民に知っ
て活用してもらえるよ
う、サークル紹介の
ホームページの知名度
を上げる必要がある。

今後も同様に周知して
いきたい。

20
スポーツ
クラブの
活用

スポーツ推進
課

　地域における住民意識
や連帯感の高揚、世代間
の交流、高齢社会への対
応を目的に、スポーツク
ラブを活用します。

総合型地域スポーツクラブの２ク
ラブが現在休止中のため、取り組
みができなかった。

総合型地域スポーツクラ
ブの２クラブが現在休止
中のため、取り組みがで
きなかった。

D

総合型地域スポーツク
ラブの２クラブが現在
休止中のため、施策推
進に貢献できなかっ
た。

D-1

総合型地域スポーツク
ラブの２団体が休止中
であり、現在活用でき
ない状況にある。

地域スポーツクラブが
自立して運営再開でき
るよう支援していくと
ともに活性化を図って
いく。

- 4 -



第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第１章　高齢者がはつらつと暮らせるまち　／　施策方針　第２節　はつらつと暮らすための総合的支援　／　基本施策　第２項　生きがいづくりと交流機会の促進

21
シルバー
マイス
ター事業

高齢者支援課

　優れた技能・知識・経
験を有する高齢者をシル
バーマイスターとして認
定・登録し、市民の学習
活動等における講師や指
導者として推薦していま
す。
活動を通じて、高齢者の
積極的な社会参加と能力
活用の促進を図ります。

シルバーマイスターを公募した結
果、1名の新規認定者があった。
また、地域サロンにおいて12名の
マイスターに技能を披露する機会
を創出することができた。

地域サロンにおけるイベ
ントの開催を通じて、事
業の周知とマイスターの
活用を行った。

B

イベントに参加するこ
とによって、マイス
ターの生きがいづくり
に貢献した。

B

今後、マイスターに対
しどのように活躍の幅
を広げていくかが課題
となっている。

拡充

22
地域サロ
ンの開設
【新規】

高齢者支援課

　地域における高齢者の
集いの場・交流の場とし
て、自治会館で地域サロ
ンを開設し、定期的に交
流のためのイベントを行
います。

市内4か所の自治会館において開
設した。
・富岡1丁目自治会館…18回実施
（2回/月）※5.22開始
・二俣尾4丁目自治会館…49回実
施（4回/月）
・河辺6丁目自治会館…50回実施
（4回/月）
・下長淵第二第四自治会館…23回
実施（2回/月)

定期的にシルバーマイス
ターによるイベントや介
護予防教室等を実施し
た。

B
市広報やチラシ等で周
知することで、市民の
交流機会を促進した。

B

今後、市民への周知方
法やイベントの企画、
備品の充実など市民の
方が自主的に集まる居
場所づくりを運営して
いくことが課題であ
る。

拡充

23

介護ボラ
ンティア　
の推進
【新規】

高齢者支援課

　高齢者が、介護施設等
でのボランティア活動を
通じて、生きがいや社会
参加の機会を得られるよ
う、介護ボランティアを
推進します。

既に事業を実施している自治体の
制度内容や運用方法を調査し、厚
労省による制度導入・運用の手引
きを参考に青梅市での介護ボラン
ティア制度の素案を作成した。

新たに介護ボランティア
制度を設けるため、素案
を作成した。

C

他自治体の事例につい
て情報収集・調査分析
することで、関連知識
の拡充につながった。

D-1

今後、どのように青梅
市に適した制度設計・
運用を行っていくか課
題である。

拡充

24
温泉保養
施設利用　
助成事業

高齢者支援課

　市が指定した温泉保養
施設を利用する高齢者に
利用料の一部を助成し、
健康な生活を支援しま
す。

高齢者の健やかな生活を図るため
高齢者温泉保養施設の利用助成を
実施した。
宿泊助成(１泊3,000円・年度内４
泊)
　発行人数： 　744人
　延利用数：　 781泊
日帰り(１日300円・年度内１２
回)
　発行人数： 　3,303人
　延利用数：　14,560日

市の広報で温泉保養施設
利用助成事業に関する情
報の掲載や電子申請での
受付を行った。

B

事業内容を市の広報に
掲載することで、市民
への普及を行った。ま
た、R3年度より電子申
請を導入することで助
成券の申請を行いやす
くした。

B
長期間、対象施設の見
直しが行われていな
い。

対象施設等の見直し

25
生涯学習
情報の提
供

社会教育課

　様々な生涯学習の機会
を提供できるよう、「生
涯学習だより」を発行す
るほか、生涯学習情報を
ホームページに掲載し、
自主的な学習機会の確保
を図ります。

各種教室・講座・イベントなどを
紹介する情報紙「生涯学習だよ
り」を年４回、各1,200部発行す
るとともに、ホームページに掲載
した。

生涯学習だよりの定期的
な発行、ホームページの
掲載を行うことができた
ため。

B

生涯学習だよりの定期
的な発行、ホームペー
ジの掲載を行うことで
自主的な学習機会を確
保でき施策推進に貢献
した。

B

より多くの市民に生涯
学習だよりの情報が届
くように工夫する必要
がある。

今後も同様に情報を発
信していきたい。
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

26
生涯学習
の充実

社会教育課

　高齢者が参加しやすい
学習環境を整備します。
　高齢者が学習の機会を
自由に選択し、様々な知
識や技術を習得すること
ができるよう生涯学習の
充実を図ります。

高齢者が参加しやすい講座を実施
し、受講者は次のとおりであっ
た。
・(公財)青梅佐藤財団共催事業
「渡邊學而の名曲へのお誘い」
　延べ受講者数：721人
・青梅市生涯学習推進市民会議企
画講座「苔（こけ）を楽しもう」
　延べ受講者数：13人
・「作業療法学生による認知症予
防講座」(全５回)
　延べ受講者数：95人
・新町ウォーク（歴史講座、野帳
講座）
　延べ受講者数：32人
・特別展「中尊寺金色堂」関連文
化講演会
　受講者数：196人

様々なジャンルの講座を
実施することができた。

B

高齢者が参加しやすい
講座を実施すること
で、生涯学習の充実を
図ることができ施策推
進に貢献した。

B

高齢者のニーズを常に
とらえて、より多く参
加してもらえる企画を
立案する必要がある。

今後も様々な講座を開
催していきたい。

27
高齢者の
生きがい
づくり

社会教育課

　自分の持ち味を出発点
に、仲間、まち、他地域
へとかかわりの輪を広
げ、多くの交流の中か
ら、地縁活動と地域交流
について学ぶ講座を開催
します。

直接的に地域活動と地域交流を学
ぶ講座の実施はないが、No.46
「生涯学習の充実」で実施した講
座の他、釜の淵新緑祭での発表の
場を提供した。

講座などを通して地域交
流に触れる機会を提供で
きた。

B

取組みを通じて仲間、
まち、地域へとかかわ
りの輪を広げることが
でき施策推進に貢献し
た。

B
直接的に地域活動と地
域交流を学ぶ講座の実
施。

今後も様々な講座を通
して高齢者の生きがい
づくりの場を提供して
いきたい。

28

ウォーキ
ングフェ
スタの開
催

スポーツ推進
課

　いつでも、どこでも、
手軽にできるウォーキン
グの普及に努めます。正
しい理解のもと、高齢者
の体力増進、健康維持を
図ります。

第１９回ウォーキングフェスタを
開催した。
・参加者数：95人

雨天により中止になった
年もあったが、概ね予定
通り実施した。

B

イベントの開催を通じ
て、ウォーキングの普
及・促進を行うことが
できた。
特に高齢の参加者が多
く、体力増進、健康維
持に貢献するととも
に、交流機会の促進に
繋がった。

B

イベント参加後も、そ
れぞれのライフスタイ
ルに合わせて無理なく
ウォーキングを続けて
もらう工夫や仕組みが
必要

ウォーキングに関する
各種情報発信を並行し
て行う等、さらに効果
的な取り組みを行って
いく

29

スポーツ
施設・レ
クリエー
ション施
設の充実

スポーツ推進
課

　高齢者と様々な世代の
市民が、共に利用できる
スポーツ施設、レクリ
エーション施設の充実を
図ります。

様々な世代の市民が安心して利用
できるよう、わかぐさ公園野球場
ネット新設工事実施、および30か
所の運動広場のネット、フェンス
等の修繕を実施した。

施設の改修や修繕を実施
し、施設の充実が図られ
た。

B

運動広場等の身近な場
所でスポーツ(ゲート
ボールやファミリーゴ
ルフ等)ができる環境構
築を行うことで、高齢
者のスポーツ・交流機
会の促進に繋がった。

B
施設や設備の老朽化に
対応（修繕・更新な
ど）

施設や設備の老朽化に
伴い、施設の廃止や修
繕等の計画を図りなが
ら施設の充実を図り、
高齢者のスポーツ・交
流機会の促進に貢献す
る。

30
健康セン
ター事業

健康課

　市民の健康づくりを推
進するため、健康診査、
健康相談、予防接種等の
保健サービスを総合的に
行っていきます。

中央図書館で健康相談12回、栄養
相談12回の健康相談を行ったほ
か、各種保健サービスを総合的に
推進した。

概ね予定通り実施され
た。

B
市民に施すべき保健
サービスを着実に実施
した。

B
個人の健康事情に応じ
たサービスのより一層
の提供

個人へのアプローチの
模索
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

31
協働によ
るまちづ
くり

市民活動推進
課

　優れた技能・知識・経
験を有する高齢者を中心
とした市民活動団体との
協働事業を推進し、高齢
者の積極的な社会参加と
能力活用の促進を図りま
す。

市民活動の活性化を目指し、年齢
層を問わずボランティア活動に興
味がある市民等を対象にした「ふ
みだそう！ボランティア活動の第
一歩」講座を開催した。
市民提案協働事業により市民活動
団体との協働事業を推進した。

市民活動団体との協働事
業については市民提案協
働事業を中心に推進が図
れたと判断する。

B

ボランティア活動への
参加により生きがいづ
くりと交流機会の促進
に貢献するものと判断
する。

B

当課が実施しているの
は、あくまでも全体的
な市民活動の支援およ
び推進に関することで
あるため、高齢者保健
福祉計画に即した促進
が図れたと言えるかは
課題である。

32

都市公園
等におけ
る健康遊
具整備事
業

公園緑地課

　高齢者と様々な世代の
市民が、共に利用できる
公園施設の充実を図りま
す。

　若者から子育て世代、高齢者ま
でが健康や体力の保持増進を図る
ことを目的に、都市公園等に設置
している健康遊具について、利用
者が安心して使用できるよう、定
期的に巡視、点検し、安全管理に
努めた。

　年１回の専門業者によ
る遊具点検と清掃業者に
よる故障状況などの報
告、迅速な修繕作業によ
るメンテナンス体制を構
築し、安全にご利用頂け
るように努めた。

B
　高齢者と様々な世代
の健康増進に貢献し
た。

B

　高齢者の公園利用が
多いことから、毎年の
遊具更新の際は、地元
の意見を取り入れた上
で、健康遊具設置数の
拡大を検討する必要が
ある。

　引き続き、既存の遊
具の安全管理に努める
とともに、健康遊具設
置数の拡大を検討して
いきたい。

基本目標　第１章　高齢者がはつらつと暮らせるまち　／　施策方針　第２節　はつらつと暮らすための総合的支援　／　基本施策　第３項　高齢者の就労支援

33

シルバー
人材セン
ターの運
営支援

高齢者支援課

　高齢者の能力や経験を
生かした就業の場や活躍
する機会の確保を図るた
め、シルバー人材セン
ターの運営を支援しま
す。

高齢者の健やかな生活を図るため
高齢者温泉保養施設の利用助成を
実施した。
宿泊助成(１泊3,000円・年度内４
泊)
　発行人数： 　744人
　延利用数：　 781泊
日帰り(１日300円・年度内１２
回)
　発行人数： 　3,303人
　延利用数：　14,560日

市の広報で温泉保養施設
利用助成事業に関する情
報の掲載や電子申請での
受付を行った。

B

事業内容を市の広報に
掲載することで、市民
への普及を行った。ま
た、R3年度より電子申
請を導入することで助
成券の申請を行いやす
くした。

B
長期間、対象施設の見
直しが行われていな
い。

対象施設等の見直し

34
ハロー
ワークと
の　連携

高齢者支援課
商工業振興課

　ハローワークと連携
し、働く意欲のある高齢
者の就職を支援します。

ミドル・シニア向け再就職支援セ
ミナーをハローワーク青梅と共催
で実施し、面接の受け方、仕事の
探し方等、就職に必要なセミナー
を２回実施した。

高齢者向けのセミナーを
ハローワーク青梅と共催
して行うことで、再就職
を希望する高齢者の支援
を行った。

A
再就職を希望するミド
ル・シニアへ支援がで
きた。

B

説明会やセミナーの開
催に際し、ニーズを的
確に捉え時代に合った
題材を提供すること。

現状維持

基本目標　第１章　高齢者がはつらつと暮らせるまち　／　施策方針　第２節　はつらつと暮らすための総合的支援　／　基本施策　第４項　高齢者を敬う機会の実施

35
敬老金の
贈呈

高齢者支援課

　高齢者に敬意を表し、
その長寿を祝うことを目
的として、敬老金を贈呈
します。

長寿をお祝いするため、令和4年
中に100歳を迎えた方を対象に、9
月15日の老人の日前後に敬老金を
贈呈した。
贈呈金額　1人あたり30,000円
贈呈者数　　　　　　27人

長寿のお祝いをするた
め、当該年度に100歳を迎
えた方を対象に9月15日の
老人の日前後に敬老金を
贈呈した。

B
敬老金を贈呈すること
で、高齢者を敬う機会
を創出した。

B

対象者が増加していく
ことで直接敬老金を渡
すことが困難になるこ
とが懸念される。

現状維持

36
敬老会の
開催

高齢者支援課

　開催方法や内容等につ
いて検討を行いつつ、高
齢者に敬意を表し、その
長寿を祝う敬老会を開催
します。

75歳以上の方の長寿をお祝いし
て、敬老会を開催し、演芸等を実
施した。
開催日　9月30日（土）
会　場　総合体育館
参加者　2,120人

75歳以上の方の長寿をお
祝いして、敬老会を開催
し、演芸等を実施した。

B
敬老会を開催すること
で、高齢者を敬う機会
を創出した。

B

参加率の低さ、送迎等
の事業の見直し。ま
た、敬老会事業を廃止
し、経費を別に施策へ
充てる。

内容の変更
廃止
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

37
高齢者憲
章の制定

高齢者支援課

　市民が高齢者を敬うと
ともに、高齢者が希望を
もって安心して年齢を重
ねていくことができる長
寿社会の実現を目指すた
め、高齢者憲章を制定
し、市民への周知活動を
行います。

総合体育館およびわかぐさ公園に
新たに高齢者憲章を設置し、広報
に掲載した。

市制施行から70周年を迎
えたことを記念して、令
和3年10月23日に実施した
市制施行70周年記念式典
にて、青梅市高齢者憲章
を制定した。

A

新たに青梅市高齢者憲
章を制定することで、
全市民に対し、高齢者
への敬愛を持つ機会を
増進した。

A
市民に対し継続的に周
知していく。

現状維持

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第１節　福祉のまちづくりの推進　／　基本施策　第１項　公共建築物等のバリアフリー化の推進

38

公共建築
物等のバ
リアフ
リー化の
促進

地域福祉課

　高齢者や障害者に配慮
した施設づくりを推進す
るとともに、民間施設に
対する指導・助言を行
い、理解と協力を求めま
す。

東京都福祉のまちづくり条例の規
定にもとづく特定都市施設の新
設、改修に当たり、届出を受理
し、施設のバリアフリー化を推進
した。
届出受理件数４件
内訳　物品販売業２件
　　　診療所１件
　　　飲食店舗等１件

常時、福祉のまちづくり
条例に関する相談等を受
付ていた。

B
窓口等でチラシ、リー
フレットを配布し、周
知を行った。

B

バリアフリー化の推進
および相談に対応でき
る職員の知識の向上を
図る。

だれでも使いやすい施
設となるように今後も
バリアフリー化の推進
とまちづくり条例の周
知を行う。

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第１節　福祉のまちづくりの推進　／　基本施策　第２項　歩行者空間の整備と交通安全対策

39
歩道の整
備

土木課
　幅員の狭い歩道の拡幅
や段差の解消などの整備
を行います。

都市計画道路３・５・５号線の歩
道整備を行った。また、青２００
１号線の無電柱化事業に取り組ん
だ。

都市計画道路や幹線道路
などの歩道整備を進める
ことができた。

B

歩道整備ができない狭
あいな道路の無電柱化
事業に取り組み、将来
の歩行空間を確保する
ための事業を遂行し
た。

B

安全かつ快適な道路環
境に向けた計画的な整
備を推進していく必要
がある。

引き続き歩道の整備や
歩行空間の拡幅を推進
していく。

40
市道区画
線等の整
備

土木課

　市道の区画線や文字表
示などの新設や、薄く
なった区画線等の再設置
により歩行者と車両の通
行区分を明確にし、交通
安全対策を図ります。

地域、ＰＴＡ、警察署等の要望や
道路管理者のパトロールなどによ
り区画線等の新設、補修を行っ
た。
・区画線延長　9165.5m
・路面標示の設置

自治会等からの要望にも
とづいた区画線等の新
設・補修を行い、地域の
交通安全対策を図ること
ができた。

B

区画線の新設や路面標
示の設置に当たって
は、警察と協議し進め
た。

B

安全かつ快適な道路環
境に向けた計画的な整
備を推進していく必要
がある。

引き続き市道区画線等
の整備を推進してい
く。

41
交通安全
教育の実
施

交通政策課
　高齢者交通事故防止の
ため、高齢者交通安全教
室などを行います。

警察署と連携し、交通安全に関す
る講話を行った。

令和3，4年度はコロナに
より中止、令和5年度は講
話を行った（歩行者シ
ミュレーターを使用でき
なかった）。

C
実施すれば効果はある
と思われる。

D-1
早期にコロナ以前の事
業体制にする必要があ
る。

コロナ以前の実施方法
（歩行者シミュレータ
の活用）で実施予定
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第１節　福祉のまちづくりの推進　／　基本施策　第３項　権利擁護等の推進

42
権利擁護
事業

高齢者支援課
障がい者福祉
課

基本目標３－施
策３

　地域包括支援センター
を中心に、関係機関と連
携し、高齢者虐待の予防
と早期発見に取り組みま
す。また、認知症など判
断能力が十分でない高齢
者に対して、成年後見制
度の利用などを促進し、
高齢者に対する権利擁護
に取り組みます。

・社会福祉協議会等の関係機関と
連携して、高齢者の権利侵害の防
止に努めた。
・令和５年度相談件数（地域包括
支援センター３か所合計延べ件
数）
　虐待603件、成年後見92件、支
援拒否0件、その他14件
・青梅市障がい者サポートセン
ターにおいて障がい者虐待防止対
策の一環として、障害者虐待防止
講演会を実施した。

・社会福祉協議会等の関
係機関と連携して、高齢
者の権利侵害の防止に努
めた。
・青梅市障がい者サポー
トセンター、西多摩保健
所および地域包括支援セ
ンターと連携し、情報共
有を密にし、障害者虐待
防止、早期対応を図るこ
とができた。

B

・地域包括支援セン
ターを中心に、関係機
関等と連携し、高齢者
虐待の予防と早期発
見、支援に取り組ん
だ。また、認知症など
により判断能力が十分
でない高齢者への成年
後見制度の利用支援に
取り組んだ。
・青梅市障害者サポー
トセンター主催で事業
者向け虐待防止講演会
を本庁舎会議室におい
て対面、ZOOM併用で開
催した。

B

・認知症の増加、独
居・高齢者世帯の増加
等、高齢者をとりまく
問題も複合化してい
る。関係機関と連携
し、総合的な支援体制
の整備が課題。
・虐待防止講演会につ
いて、チラシの配布や
HP、メールで周知した
が、参加者がやや低迷
した。

・複合化した問題等へ
の円滑な支援に向け関
係機関との連携体制強
化を行う。
・周知方法を拡充する
等より多くの事業者や
市民に周知できるよう
工夫する。

43

青梅市高
齢者虐待
防止ネッ
トワーク
連絡会

高齢者支援課
基本目標３－施
策３

　青梅市高齢者虐待防止
ネットワーク連絡会を開
催し、関係機関との連携
を強化するとともに、高
齢者虐待防止・早期発見
に関する啓発を行いま
す。

青梅市齢者虐待防止ネットワーク
連絡会を２回開催し、虐待対応状
況の報告、事例検討等を行った。

　「青梅市高齢者虐待防
止ネットワーク連絡会」
をはじめ、関係機関との
連携や、虐待に関する研
修を行うことにより、虐
待の予防と早期発見につ
いて取り組むことができ
た。

B

虐待の予防と早期発見
の取り組みを行うこと
で権利擁護等の推進を
行った。また、高齢者
虐待防止市民講座を実
施した。

B

今後、市民に対しどの
ように普及・啓発を
行っていくかが課題と
なっている。

現状維持

44
成年後見
制度の活
用支援

地域福祉課
基本目標３－施
策３

　社会福祉協議会による
成年後見制度や相談窓口
の周知、後見人支援の取
組（専門職の雇い上げ等
により相談や手続き支援
を実施）、成年後見制度
推進機関運営委員会の開
催、社会福祉協議会職員
や市町村職員等に対する
研修の受講を推進しま
す。
また、中核機関の体制整
備や地域連携ネットワー
クの構築に取り組みま
す。

成年後見制度の相談窓口について
は社会福祉協議会に委託してい
る。社会福祉協議会では、チラシ
を作成し、包括支援センター、介
護老人施設、金融機関に設置し、
制度の周知に努めた。また、報酬
費用の助成については、１件の申
請に対して補助を行った。

青梅市社会福祉協議会が
東京都社会福祉協議会か
ら受託し、判断能力が不
十分な方の福祉サービス
利用援助や金銭管理を行
う、地域福祉権利擁護事
業を実施した。(契約件数
19件)
成年後見制度や遺言相
続、権利侵害についての
弁護士による無料相談会
を実施した。(相談件数81
件）
福祉サービス利用者の苦
情を受け付けた。(相談件
数2件）

B

青梅市社会福祉協議会
が東京都社会福祉協議
会から受託し、判断能
力が不十分な方の福祉
サービス利用援助や金
銭管理を行う、地域福
祉権利擁護事業を実施
した。(契約件数19件)
成年後見制度や遺言相
続、権利侵害について
の弁護士による無料相
談会を実施した。(相談
件数81件）
福祉サービス利用者の
苦情を受け付けた。(相
談件数2件）

B 関係機関への周知
社会福祉協議会等の関
係機関と連携し、事業
の推進を図っていく。
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

45
成年後見
制度申立
事業

高齢者支援課
障がい者福祉
課
地域福祉課

　関連部署と連携し、身
寄りがない認知症高齢者
等の保護を図るため、市
長が法定後見（後見・保
佐・補助）開始の審判申
立てを行います。

・関連部署と連携して、成年後見
制度の利用が必要な高齢者等につ
いて情報共有を行い、必要に応じ
て市長申立ての手続きを行った。
・地域連携ネットワークの構築に
取り組んだ。
・障害を持つ高齢者等の法定後見
の開始の申請・申立てについて、
関連部署と連携して取り組んだ。

・関連部署と連携して、
成年後見制度の利用が必
要な高齢者等について情
報共有を行い、必要に応
じて市長申立ての手続き
を行った。
・関連部署と連携して、
法定後見が必要な障害を
持つ高齢者等の情報共有
を行い、必要に応じて市
長申立ての手続きを行っ
た。

B

・市長申立を通じて、
高齢者の権利擁護を
図った。
・身寄りがない高齢の
障害者等の保護を図る
ことにつながった。

B

・高齢者における成年
後見市長申立の件数は
増加傾向であり、事務
量も増加している。
・障害者の高齢化な
ど、複数の問題を抱え
る障害者等のニーズが
多様化しており、関連
部署とのより深い連携
が必要となっている。

・現状維持
・引き続き、関連部署
と連携して情報共有を
行い、市長申立ての手
続きを行う。

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第２節　生活安全対策の強化　／　基本施策　第１項　緊急時の安全確保

46
緊急通報
システム
事業

高齢者支援課

　ひとり暮らし高齢者等
が家庭内で病気などの緊
急事態に陥ったときに、
無線発報器等で東京消防
庁または民間受信セン
ターに通報することによ
り、速やかな援助を行い
ます。

高齢者救急通報システム事業を運
営することにより、高齢者の生活
の安全を確保し、高齢者福祉の増
進を図った。
・消防庁方式
　設置世帯数　5世帯
　利用人数　　5人
　協力員数　　9人
・民間方式
　設置世帯数　55世帯
　利用人数　　55人

高齢者救急通報システム
事業を運営することによ
り、高齢者の生活の安全
を確保し、高齢者福祉の
増進を図った。

B

高齢者緊急通報システ
ム事業を運営すること
により、高齢者の緊急
時の安全を確保し、生
活安全対策の強化に繋
がった。

B
申請数が少ないため、
制度の周知が課題と
なっている。

現状維持

47
火災安全
システム
事業

高齢者支援課

　家庭内での火災による
緊急事態に備えて、防災
機器を給付または貸与す
るとともに、火災の発生
時に火災警報器からの信
号を東京消防庁に自動通
報することで迅速な救助
および消火活動を行いま
す。

高齢者住宅火災通報システム事業
を運営することにより、高齢者の
家庭内における火災等に迅速に対
応できる体制をつくり、高齢者の
生活の安全を図った。
設置世帯数　6世帯

高齢者住宅火災通報シス
テム事業を運営すること
により、高齢者の家庭内
における火災等に迅速に
対応できる体制をつく
り、高齢者の生活の安全
を図った。

B

高齢者住宅火災システ
ム事業を運営すること
により、高齢者の緊急
時の安全を確保し、生
活安全対策の強化に繋
がった。

B
申請数が少ないため、
制度の周知が課題と
なっている。

現状維持

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第２節　生活安全対策の強化　／　基本施策　第２項　災害対策の推進

48
家具転倒
防止器具
給付事業

高齢者支援課
防災課

　家具転倒防止器具を給
付し、高齢者の生命・財
産を地震災害から守りま
す。

支給要件に該当する高齢者世帯に
家具転倒防止器具等を支給し、取
付けを行い、市民の震災対策を促
進した。
支給高齢者世帯数：15世帯
（総支給世帯数：35）

家具転倒防止事業を運営
することにより、支給要
件に該当する高齢者世帯
に家具転倒防止器具等を
支給し、取付けを行い、
市民の震災対策を促進し
た。

B

家具転倒防止事業を運
営することにより、支
給要件に該当する高齢
者世帯に家具転倒防止
器具等を支給し、取付
けを行い、市民の震災
対策を促進した。

B

今後、市民に対しどの
ように普及・啓発を
行っていくかが課題と
なっている。

現状維持
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

49
高齢者向
け防災情
報の発信

高齢者支援課
防災課

　高齢者に分かりやすい
災害時の避難場所の周知
等の防災、災害に関する
情報を発信します。

高齢者世帯へ配布している「高齢
者の暮らしの手引き」に防災に関
する記事を掲載し、周知に努め
た。
防災講演会や出前講座などによ
り、防災に関する情報発信を行っ
た。

高齢者世帯へ配布してい
る「高齢者の暮らしの手
引き」に防災に関する記
事を掲載し、周知に努め
た。
防災講演会や出前講座な
どにより、防災に関する
情報発信を行った。

B
高齢者に対し防災意識
の向上を図った。

B

高齢者に対し、各種情
報を効率的に伝達でき
る手段の拡大が課題と
なっている。

拡充

50
防災訓練
の実施

防災課
高齢者支援課

　災害などの危険から高
齢者を守るため、防災訓
練などを行います。ま
た、訓練を通じて、危機
管理体制の充実を図りま
す。

総合防災訓練や青梅市・第九消防
方面合同土砂災害水防訓練の中
で、関係機関や自主防災組織との
情報連携の方法などを改めて確認
し、危機管理体制の充実を図っ
た。

関係機関や自主防災組織
と連携した訓練を実施す
ることで、危機管理体制
の充実を図った。

B

自主防災組織の防災力
向上、青梅市および関
係機関との連携強化を
図ることで、震災時お
よび風水害時における
災害対応能力を一層向
上させた。

B
高齢者の増加に伴い、
避難支援体制の強化が
必要となる。

避難行動要支援者制度
などを考慮し、訓練内
容の充実強化に努め
る。

51
避難行動
要支援者
の　支援

防災課
高齢者支援課

基本目標３－施
策４

　災害発生時等の避難の
際に配慮が必要な方であ
る避難行動要支援者の台
帳を作成し、自主防災組
織などの避難支援等関係
者による平常時からの声
かけ等、支援協力体制の
強化に努めます。

避難行動要支援者名簿を整備し、
避難支援等関係者に対して、同意
者の名簿情報等を提供した。

名簿の作成・提供に加
え、避難支援等関係者か
らいただいた情報を名簿
情報等に反映した。ま
た、自主防災組織に対
し、避難行動要支援者制
度について説明するな
ど、平常時からの支援協
力体制の強化に努めた。

B

避難行動要支援者に平
常時からの名簿情報等
の提供の同意確認を
行った。同意の方の名
簿情報等については、
平常時から避難支援等
関係者に提供した。

B

今後、避難行動要支援
者数は増加傾向にあ
り、避難支援等関係者
の負担が大きくなるこ
とが見込まれる。

避難支援等関係者に支
援活動を行っていただ
くにあたり、より活動
しやすい仕組みづくり
に励む。

52

市内特別
養護老人
ホーム等
との災害
協定

介護保険課

　特別養護老人ホーム等
との災害協定にもとづ
き、大規模災害時の速や
かな応急対策活動に備え
ます。

特別養護老人ホーム等との協定に
より、青梅市地域防災計画にもと
づく災害時要援護者の避難に備え
た。

特別養護老人ホーム等と
の協定により、青梅市地
域防災計画にもとづく災
害時要援護者の避難に備
えた。

B

引き続き協定にもとづ
く緊急時受け入れ体制
を整えることで、大規
模災害時に速やかな対
策を講じることができ
るよう、備えることが
できた。

B

実際に災害が起きた際
の想定等は各施設に委
ねられており、協定締
結から年数もだいぶ経
過していることから内
容の見直しや市と施設
のぞれぞれの動きにつ
いて確認を行う必要が
ある。

内容の改正を含め関係
団体および庁内関係部
署と協議し、災害発生
時に備えたい。

53

介護事業
所等の災
害に関す
る具体的
計画の周
知徹底
【新規】

介護保険課

　介護事業所等で策定し
ている災害に関する具体
的計画を定期的に確認
し、災害種別ごとに対策
を構築し、避難に要する
時間や避難経路等の確認
および職員や利用者等へ
の周知を促進します。

適宜、関連する部署と情報を共有
するとともに、介護サービス事業
所へ災害対策関連の情報提供およ
び改修補助等の案内を行った。

適宜、関連する部署と情
報を共有するとともに、
介護サービス事業所へ災
害対策関連の情報提供お
よび改修補助等の案内を
行った。

B

災害対策関連の情報提
供および改修補助等の
案内により、緊急時に
おける各事業所の対応
方針について、事業所
自身に振り返っていた
だくことができ、防災
意識の増進に繋がっ
た。

B

各事業所で策定された
計画について、今後そ
の実効性を把握をして
いく必要がある。

介護サービスの持続性
を高めるため、それぞ
れの事業所に寄り添い
ながら取り組んでい
く。
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

54

要配慮者
施設の避
難確保計
画の作成
促進【新
規】

防災課
介護保険課

　浸水想定区域や土砂災
害警戒区域内にある要配
慮者利用施設の避難確保
計画の作成および避難訓
練の実施を促進します。

避難確保計画対象施設を訪問し、
避難確保計画の作成方法などにつ
いて説明を行った。また、土砂災
害対応訓練に合わせて、希望する
施設に対し避難情報等の伝達訓練
を実施したほか、電子メール等に
より避難訓練や訓練実施報告の必
要性について周知した。

避難確保計画対象施設に
避難確保計画作成の説明
や避難訓練の促進等を
行った。

B

避難確保計画作成の説
明やアドバイスを通じ
て、地域防災計画に掲
載されている要配慮者
利用施設の避難確保計
画の作成が全て完了し
た。

B

計画作成の対象となる
施設の洗い出しを行
い、関係各課で連携を
取りながら、実際の避
難行動について今後確
認していく必要があ
る。

避難確保計画作成の新
規対象施設があれば、
その施設に避難確保計
画の作成方法などにつ
いて説明を行う。ま
た、避難訓練の実施報
告も義務化となったた
め、避難確保計画対象
施設に周知していく。

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第２節　生活安全対策の強化　／　基本施策　第３項　感染症対策の推進【新規】

55

在宅高齢
者等に向
けた感染
拡大防止
のための
情報提供　　
および発
信

健康課
高齢者支援課

　感染症の拡大防止のた
め、国、都など関係機関
と連携し、広報紙・ホー
ムページ等を利用して感
染情報の周知に努めま
す。
　また、感染症について
の正しい知識と適切な予
防法について周知を図
り、市民一人一人の感染
予防策が習慣化されるよ
う、情報提供を行いま
す。

感染症の予防に関して、広報紙・
ホームページ等で周知した。

概ね予定通り実施され
た。

B
感染症の予防に一定の
効果を発揮した。

B
コロナ以後にも一定の
レベルを保つこと

感染症の流行に応じて
柔軟に対応していくこ
と

56

介護事業
所等の感
染症対応
能力の向
上

介護保険課

　介護事業所等が、感染
症発生時において継続的
にサービスを提供するた
め、感染症対策の具体的
な方法や留意点などにつ
いて必要な情報提供を行
うとともに、感染症対応
能力向上に資する研修な
どを実施します。

適宜、介護サービス事業所へ国や
都からの感染症対策に関連する情
報提供を行った。

適宜、介護サービス事業
所へ国や都からの感染症
対策に関連する情報提供
を行った。

A

市内各事業所等へ国や
都からの情報を周知す
ることで、感染症対策
や、これにかかる補助
制度の利用を促進する
ことができた。

A

各種制度の特例等臨時
的な取扱いについて、
各事業所への周知を
図っていたものの、そ
の理解や認識の度合い
についても確認を行う
必要がある。

「介護事業所等の感染
症対策に関する支援」
に統合される。

57

介護事業
所等の感
染症に関
する体制
整備支援

介護保険課

　介護事業所等が、感染
症発生時において継続的
にサービス提供するため
の備えを講じ、感染症対
策に必要な物資を備蓄す
る体制整備を支援しま
す。

昨年度、新型コロナウイルス感染
症発生時の従業員相互派遣に関す
る協定が締結されたが、実績はな
かった。また、感染症法上５類感
染症の位置づけとなったため、そ
の他の事業についても実施はな
かった。

実績なし（新型コロナウ
イルス感染症５類移行の
ため）

D
実績なし（新型コロナ
ウイルス感染症５類移
行のため）

D-2

突発的な感染症の拡大
等への対応力を組織と
して磨いていく必要が
ある。

新型コロナウイルス感
染症や従来の感染症に
限らず、新たな感染症
が流行した際などにも
必要な情報の周知およ
び体制整備支援を行
う。
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第２節　生活安全対策の強化　／　基本施策　第４項　熱中症の対策の推進【新規】

58

熱中症予
防のため
の情報提
供・啓発
活動の実
施

健康課
高齢者支援課

　熱中症を予防するた
め、広報おうめ、リーフ
レットの配布、ポスター
の掲示、ホームページ等
を通じて情報提供を行う
とともに、パネル展等の
啓発活動を実施します。
　また、気象庁が「熱中
症警戒アラート」を発表
した場合、防災無線で広
報するなど情報提供に努
めます。

　熱中症予防対策として、広報お
うめ、ホームページ、リーフレッ
トの配架、ポスター掲示などによ
り啓発活動を実施
　熱中症警戒アラート発表時は、
防災無線や行政メールで情報提供
し、徹底した予防行動を促した
（健康課）

熱中症予防に関する情報
提供・啓発活動を実施。
（健康課）

B
熱中症予防に関して、
情報提供・啓発活動を
行い貢献した。

B
近年の急速な温暖化に
より、関係機関の連携
が求められる

防災課や市民活動推進
課、総務課等、必要な
関係機関と連携し対応
していく

59

高齢者に
対する熱
中症の予
防啓発と
注意喚起

高齢者支援課

　地域包括支援センター
による高齢者訪問等の
際、熱中症予防の啓発と
注意喚起を行います。

高齢者に対する熱中症の予防啓発
と注意喚起を市の広報に掲載し
た。

市の広報を用いて、高齢
者の熱中症予防啓発と注
意喚起を行った。

B

広報に高齢者の熱中症
予防啓発と注意喚起に
関する記事を掲載する
ことで、熱中症予防を
促した。

B

今後、より多くの市民
に対して、どのように
予防啓発と注意喚起を
行っていくかが課題と
なっている。

現状維持

60
梅っこサ
ロンの開
設

高齢者支援課

　市の施設の一部を、暑
さをしのぎ休憩できる高
齢者の集いの場「梅っこ
サロン」として開放し、
暑い時期に自宅で過ごす
ことができない高齢者に
対する居場所を提供しま
す。

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止。

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止。

D － D-2

高齢者の居場所につい
ては「地域サロン事
業」を令和３年度より
開始していること、ま
た熱中症対策事業とし
ては、令和５年度より
健康課が「涼み処開設
事業」を実施予定であ
ることから、梅っこサ
ロンについては事業終
了とする。

廃止

基本目標　第２章　高齢者が安全・安心に暮らせるまち　／　施策方針　第２節　生活安全対策の強化　／　基本施策　第５項　防犯対策の推進

61

消費生活
に関する
啓発相談
事業

市民安全課

　悪質商法被害防止等に
ついて、高齢者に対する
出前講座や市広報等の活
用、消費者月間での街頭
キャンペーン、イベント
等における啓発事業や消
費生活相談を実施しま
す。

出前講座、街頭キャンペーン、パ
ネル展示、イベントでの出張相談
および啓発資料の配布、広報・公
式ＬＩＮＥを活用した啓発を行っ
た。

出前講座、パネル展示、
イベントでの出張相談・
啓発資料の配布、広報・
公式ＬＩＮＥを活用した
啓発を行ったほか、相談
事業を実施した。また、
コロナウイルス感染症の
ため、令和元年１０月以
降実施できなかった街頭
キャンペーンによる啓発
事業は、令和５年６月に
実施することができた。

B

被害事例の現状を伝
え、注意すべき点など
を周知することにより
消費者意識の向上につ
ながるとともに、トラ
ブルを未然に防ぐため
の一助にもなった。ま
た、万が一トラブルに
巻き込まれた場合に相
談できる場所を知って
いることは安心材料の
一つにもなった。

B

多種多様なトラブルが
増加し、高齢者からの
相談数もふえている。
また、相談内容も複雑
化している中で、新た
な啓発の場や方法を模
索していく。

高齢者が安全・安心に
生活が送れるよう、さ
まざまな機会を捉えて
啓発・相談事業を行
う。
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

62
消費者を
見守る体
制づくり

市民安全課
高齢者支援課

　高齢者や認知症等の判
断力の低下した消費者
を、地域および関係機関
と連携して見守る体制づ
くりを目指します。

高齢者の消費者被害等の情報連絡
会を８月および２月の２回開催
し、関係機関と情報共有を図っ
た。

警察等と市関係機関が出
席する高齢者の消費者被
害等の情報連絡会を８月
と２月に開催し、高齢者
を取り巻くトラブルにつ
いて情報共有を図った。

B

高齢者の消費者被害や
トラブルについて関係
機関で情報を共有する
ことによって被害の現
状を把握し、被害の拡
大を防止することがで
きた。

B

認知症が疑われる消費
者の相談がふえること
が見込まれるため、消
費者相談室との連携強
化を図っていく。

関係機関で引き続き連
携を密にし、さまざま
なトラブルを未然に防
いだり、トラブルに
遭った際に迅速に対応
できる体制づくりを行
う。

63

犯罪防止
のための
情報提供
の促進

市民安全課

　特殊詐欺などの被害を
未然に防ぐため、チラシ
の配付、市広報等への記
事掲載、犯罪発生情報を
配信するとともに、対象
世帯には自動通話録音機
の設置を行うなど、関係
機関と連携して啓発等に
努めます。

自動通話録音機の貸出、防犯メー
ルの発信、地域安全運動での啓発
チラシの配布、広報等での周知活
動を行った。

毎月の広報での防犯情報
の発信、河辺駅前での啓
発チラシの配布を青梅警
察と合同で行い、防犯啓
発活動を実施した。

B

広報、街頭啓発キャン
ペーンを通して、防犯
情報の発信を行うこと
ができた。

B

巧妙化する詐欺の手口
に合わせ、情報発信を
実施していく必要があ
る。

警察との連携を強化
し、効果的な防犯情報
の発信を行う。

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第１節　総合的な生活・居住支援の充実　／　基本施策　第１項　生活支援サービスの充実

64
福祉総合
相談体制
の強化

地域福祉課
高齢者支援課
生活福祉課
介護保険課
健康課
障がい者福祉
課
子育て応援課

基本目標３－施
策１

　「青梅市地域福祉計
画」にもとづき、多様化
するニーズに対応するた
め、関係部署および関係
機関との連携の強化に努
めます。

重層的支援体制整備事業実施要綱
を策定し、複雑
化・複合化した相談に対応する相
談支援体制を整備した。

制度・分野ごとの「縦割
り」を超えた総合的な相
談支援を実施する体制の
構築には時間を要したが
体制整備ができた。

A

令和６年度重層的支援
体制整備事業の実施に
向け、庁内で調整を重
ね、体制の整備に至っ
た。

A

体制整備は完了した
が、実際の運用の中で
見えてくる課題は少な
くないと想定されるた
め、課題を解消してい
く作業が求められる。

庁内での福祉総合相談
体制の整備は完了した
が、次期計画では市民
に身近な福祉総合相談
窓口を設置する計画と
した。

65

高齢者の
暮らしの　
手引の作
成・配付

高齢者支援課

　高齢者が在宅で生活す
るための市の施策を掲載
した冊子「高齢者の暮ら
しの手引き」を作成しま
す。
　高齢者がいる世帯等に
配付し、市の高齢者施策
の周知を図ります。

民間事業者との協働により作成し
ていたが、事業者の倒産により、
発行できず、今年度は令和４年度
版との変更一覧表を作成し、市民
等に渡した。

高齢者の暮らしに役立た
せるため、「高齢者の暮
らしの手引き」を約
11,000部作成し、民生児
童委員の協力を得て、市
民等に配布した。

B

市の施策やその他の高
齢者に関わる情報を毎
年度更新して配布する
ことにより、在宅高齢
者の生活の充実に貢献
した。

B

民間事業者との協働に
より作成しているが、
今後事業者の変更も含
め発行について検討し
ていく。

現状維持(一部変更)

66
配食サー
ビス事業

高齢者支援課

　ひとり暮らし高齢者等
に昼食を配送することに
より、高齢者の心身の健
康保持と、高齢者と地域
との交流を図ります。

在宅の一人暮らし高齢者等に定期
的に食事を提供し、高齢者の心身
の健康保持と地域交流を深め、高
齢者福祉の向上に寄与した。
登録者数　　　　　　 259人
延配食者数　　　　 3,013人
ボランティア配食数 2,664人
業者直送数　　　　22,361人

在宅の一人暮らし高齢者
等に定期的に食事を提供
し、高齢者の心身の健康
保持と地域交流を深め、
高齢者福祉の向上に寄与
した。

B

ひとり暮らしや高齢者
世帯の高齢者等に昼食
を配送することによ
り、高齢者の心身の健
康保持と、高齢者と地
域との交流を図ること
ができた。

B

今後、市民に対しどの
ように普及・啓発を
行っていくかが課題と
なっている。

現状維持
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

67
高齢者福
祉電話設
置事業

高齢者支援課

　ひとり暮し高齢者等に
対し、市が保有する電話
を高齢者宅に設置しま
す。また、福祉電話の設
置により、高齢者の安否
確認、関係機関の協力を
得た各種相談を行い、在
宅生活を支援します。

ひとり暮らし高齢者等に対し福祉
電話を貸与し、連絡手段を確保す
るとともに、安否確認等を実施す
ることで孤独感の解消を図った。

利用者実数　　　9人
年間延利用台数　86台
年間延利用者数　86人

近隣に親族が居住してい
ない一人暮らしの高齢者
および高齢者のみで構成
される世帯に対し、福祉
電話を設置し、安否確認
を行うことで高齢者の福
祉の増進を図ることがで
きた。

B

福祉電話を設置するこ
とで、近隣に親族のい
ない一人暮らしの高齢
者および高齢者のみで
構成される世帯の方の
安否確認や孤独感の解
消を図った。

B

今後、市民に対しどの
ように普及・啓発を
行っていくかが課題と
なっている。

現状維持

68
寝具乾燥
サービス
事業

高齢者支援課

　寝具類の自然乾燥が困
難な寝たきり高齢者等の
世帯に対し、月1回、寝具
類の乾燥を行います。
寝たきり高齢者等の衛生
と健康を保持し、自立生
活を支援します。

寝具類の自然乾燥が困難な寝たき
り高齢者等の世帯に対し、寝具等
の乾燥を行い、寝たきり高齢者等
の衛生と健康の保持を図った。
対象者　　  19人
実施回数　　12回
延件数　　  92回

寝具類の自然乾燥が困難
な寝たきり高齢者等の世
帯に対し、寝具等の乾燥
事業を行った。

B

寝具類の自然乾燥が困
難な寝たきり高齢者等
の世帯に対し、寝具等
の乾燥を行い、寝たき
り高齢者等の衛生と健
康の保持を図った。

B

今後、市民に対しどの
ように普及・啓発を
行っていくかが課題と
なっている。

現状維持

69
訪問理美
容サービ
ス事業

高齢者支援課

　理・美容店での理・美
容が困難な高齢者に対
し、自宅で理・美容を受
ける際の出張料を助成し
ます。
　介護者の負担の軽減と
高齢者の衛生的かつ快適
な生活を支援します。

要介護３以上の高齢者に対し、訪
問理美容サービス事業を実施し、
社会福祉の増進を図った。
登録者数　56人
利用枚数　64枚

理・美容店での理・美容
が困難な高齢者に対し、
自宅で理・美容を受ける
際の出張料の助成を行っ
た。

B

自宅で理・美容を受け
る際の出張料の助成を
行うことで、介護者の
負担を軽減し、高齢者
の快適な生活を支援し
た。

B

今後、市民に対し事業
内容や電子申請をどの
ように普及していくか
が課題となっている。

現状維持

70
紙おむつ
等給付事
業

高齢者支援課

　寝たきり等の状態にあ
る高齢者に対し、紙おむ
つ、尿とりパット、おむ
つカバー等を給付しま
す。
　介護者の負担軽減と高
齢者の衛生的で快適な在
宅生活を支援します。

65歳以上の在宅の寝たきりまたは
失禁状態にある高齢者に対し、紙
おむつ等を給付し、日常生活を容
易なものとし福祉の増進を図っ
た。
利用者数　509人

寝たきり等の状態にある
高齢者に対し、紙おむつ
等を給付を行った。

B

紙おむつの給付を行う
ことで、介護者の負担
軽減と高齢者の衛生的
で快適な在宅生活を支
援した。

B

今後、市民に対しどの
ように普及・啓発を
行っていくかが課題と
なっている。

現状維持

71
日常生活
用具給付
事業

高齢者支援課
基本目標４－施
策１

　65歳以上で、介護保険
で非該当と認定された方
で、日常生活用具の給付
が必要な高齢者に対し、
入浴補助用具、歩行補助
車等の日常生活用具を給
付します。

申請　0件

介護保険で非該当と認定
された高齢者に対し、入
浴補助具、歩行補助車等
の日常生活用具を給付す
ることで高齢者の福祉の
増進を図ることができ
た。

B

日常生活用具を給付す
ることで、高齢者が安
全に在宅生活を送れる
よう支援した。

B
申請数が少なく、制度
の周知が課題となって
いる。

現状維持
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

72
住宅改造
費助成事
業

高齢者支援課

　住宅改造が必要と認め
られる高齢者に対し、住
宅の浴室等の改造に要す
る費用を助成します。

高齢者に対し、その方の居住する
住宅の浴室等の改造に要する費用
を現物給付により助成し、日常生
活の利便を図り福祉の増進に寄与
した。
・浴室設備等　　　　 9件
・手すり等　　　　　 7件
・洋式便器　　　　　 3件

住宅改造が必要と認めら
れた高齢者に対し、浴室
等の改造、段差の解消等
を現物支給にて助成する
ことで、高齢者の日常生
活の利便を図り福祉の増
進に寄与することができ
た。

B

住宅改造費を助成する
ことで、高齢者が安全
に在宅生活を送れるよ
う支援した。

B
申請数が少なく、制度
の周知が課題となって
いる。

現状維持

73

養護老人
ホームへ
の入所措
置

高齢者支援課

　環境上の理由および経
済的理由により、居宅で
生活することが困難な高
齢者の入所措置を行いま
す。

65歳以上の方で、入院加療を要す
る病態でなく、環境および経済的
な理由により、居宅で生活するこ
とが困難な方に対する措置を実施
した。
・市内養護老人ホーム施設数
　2施設
・養護老人ホーム
　　措置施設数　7施設
　　実人数　　　 18人
　　延人数　　　180人
・特別養護老人ホーム
　　措置施設数　1施設
　　実人数　　　　1人
　　延人数　　　  3人

65歳以上の方で、入院加
療を要する病態でなく、
環境および経済的な理由
により、居宅で生活する
ことが困難な方に対する
措置を実施した。

B
入所措置を行うことで
高齢者福祉の増進に寄
与した。

B
高齢化が進むことで措
置対象者が増加してい
くことが懸念される。

現状維持

74

外出等支
援の情報
提供の実
施

高齢者支援課

　移動に困難を抱える高
齢者に対し、病院や買い
物等の在宅生活に必要な
支援について検討すると
ともに、移動支援サービ
ス等を提供する事業者に
ついての情報収集と、必
要に応じて情報提供を行
います。

高齢者の個別相談支援を行う中
で、必要に応じて外出や移動手段
等に関する情報提供を行った。
市で新たに移動支援事業を行った
団体に対し補助金を交付する事業
を実施した。

高齢者の個別相談支援を
行う中で、必要に応じて
外出や移動手段等に関す
る情報提供を行った。

B

高齢者が住み慣れた地
域で生活を行う上での
情報提供に努めた。
市で新たに移動支援事
業を行った団体に対し
補助金を交付する事業
を実施した。

B

移動支援サービスを提
供している事業者が限
られている。
移動支援事業を実施す
る団体がいないため、
更なる周知が必要。

拡充
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

75

対話支援
機器の導
入【新
規】

高齢者支援課
障がい者福祉
課

　高齢者等が対話の中で
聞こえにくさを感じる際
に、意思疎通をよりス
ムーズに行うための機器
を市窓口に導入します。

高齢者支援課および障がい者福祉
課窓口に設置済である話し手側の
声を聞き取りやすい音質に変換し
て聞き手側に届ける、卓上型対話
支援機器「comuoon(コミュー
ン)」を活用することで、耳の聞
こえに問題を抱える来庁者の利便
性向上を図った。
・高齢者支援課および障がい者福
祉課窓口に設置済である話し手側
の声を聞き取りやすい音質に変換
して聞き手側に届ける、卓上型対
話支援機器（コミューン）を活用
することで、耳の聞こえに問題を
抱える来庁者の利便性向上を図っ
た。令和２年度に対話支援機器３
台を購入し、窓口に設置。聴覚障
害者等との対話に効力を発揮して
いる。 

令和２年度に対話支援機
器３台を購入し、窓口に
設置。聴覚障害者等との
対話に効力を発揮してい
る。
・コロナ禍において、窓
口にアクリル板が設置さ
れ、従前に比べコミュニ
ケーションが取りづらく
なったが、コミューン設
置の活用のシーンが増
え、費用対効果が上がっ
た。

A

・対話支援機器の導入
を通じて、市民窓口
サービスの向上に努め
た。
・聴覚障害者および高
齢者の支援、サービス
向上に貢献した。

B
機器本体の経年劣化に
よる不調、損耗などに
関する対処

引き続き、機器を活用
したサービスを提供し
てゆく

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第１節　総合的な生活・居住支援の充実　／　基本施策　第２項　多様な住まいの確保

76
居住系
サービス
の整備

高齢者支援課

　有料老人ホーム等の居
住系サービスについて
は、「福祉施設等の配置
のあり方に関する基本方
針」に沿って対応しま
す。

有料老人ホーム等の居住系サービ
スについては、「福祉施設等の配
置のあり方に関する基本方針」に
沿って対応した。

有料老人ホーム等の居住
系サービスについては、
「福祉施設等の配置のあ
り方に関する基本方針」
に沿って対応した。

B

「福祉施設等の配置の
あり方に関する基本方
針」にもとづき、新規
施設の総量規制や既存
施設の転換等を制限し
た。

B

有料老人ホーム等の建
設については、市に許
認可に関する権限がな
く、事業者に対し要請
しかできないことが課
題である。

現状維持

77

サービス
付き高齢
者向け住
宅の整備

住宅課

　「青梅市住宅マスター
プラン」にもとづき、高
齢者の多様な住まいなど
の立地状況を踏まえた適
正な供給を誘導します。

引き続き、「福祉施設等の配置の
ありかたに関する基本方針」およ
び「青梅市における東京都サービ
ス付き高齢者向け住宅の補助に際
し事業者に求める基準」に沿っ
て、建設にかかる相談に対応し
た。

建設にかかる相談および
東京都サービス付き高齢
者向け住宅整備事業の案
内を実施した。

B
サービス付き高齢者向
け住宅の設立の案内を
行った。

B

東京都の補助金の案内
は年間数件行っている
もののの、設立に至ら
ない。

引き続き、設立に対
し、適切な案内を行
う。

78

高齢者住
宅事業
（シル
バーピ
ア）

住宅課

　令和５（2023）年度ま
では、入居者が安心して
生活できるよう配慮した
高齢者専用の住宅に生活
協力員を配置し、生活の
安定を図ります。
　令和５（2023）年度を
もって廃止し、より公平
で広く住宅の支援を行う
制度を検討します。

引き続き、借り上げた青梅シル
バーピア新町を、住宅に困窮した
65歳以上の高齢者の使用に供し
た。
入居者数　　  　8人
入居率　　　　 53％
生活協力員　　 １名
なお、令和５年度をもって事業そ
のものを廃止した。

引き続き、借り上げた青
梅シルバーピア新町を、
住宅に困窮した65歳以上
の高齢者の使用に供し
た。
入者数 R3当初：14人→R5
末:8人
入居率 R3当初：93%→R5
末:53%
生活協力員　1名

B
既存の入居者に対して
事業の目的に沿った住
居を提供できた。

B

利用可能者数が少な
く、限られた高齢者の
みが利用できる制度の
ため、より広く利用で
きる形にする必要があ
る。

今期計画の終期と同時
に事業そのものを廃止
したため、次期計画で
は、既存住宅への高齢
者向け住戸の拡充や、
共用部への手すり等の
設置等の環境改善につ
いての施策を掲載し
た。
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課題 次期計画の方向性

79
住替え支
援事業

住宅課

　住宅確保要配慮者の民
間賃貸住宅への円滑な入
居の支援を行う制度を検
討します。

引き続き、居住支援協議会の設立
に向け、東京都居住支援協議会に
オブザーバーとして参加するな
ど、情報の収集に努めた。

居住支援協議会の設立に
向け、東京都居住支援協
議会へのオブザーバー参
加など、情報収集に努め
た

B

都の会議・ワーキング
に積極的に出席し、市
居住支援協議会設立に
向け、参加市町村と情
報収集意見交換を行っ
た。

B

青梅市居住支援協議会
設立に向け、庁内・関
係団体との調整が必要
である。

住宅確保要配慮者の民
間賃貸住宅への円滑な
入居の支援を行う制度
を検討する。

80
住宅相談
会

住宅課

　定期的に住宅相談会を
開催し、市民の安全で安
心できる快適な住まいづ
くりのために、住宅の新
築、増改築、リフォー
ム、売買、賃貸等および
マンションの修繕、維持
管理等に関する相談につ
いて適切な助言を行いま
す。

・定例住宅相談会
　毎月異なるテーマで年間11回開
催した。
　・住宅なんでも相談会
　10月に全テーマを一度に取扱う
　「住宅なんでも相談会」を開催
　した。

定例住宅相談会および住
宅なんでも相談会を開催
し、市民等の住宅に関す
る悩みに対応した。

B

住まいについて悩みを
抱える市民等に対し、
専門家からのアドバイ
スを受けられる環境を
整備した。

B

オンライン相談の実績
が無く、来庁が難しい
方のニーズに応えきれ
ていない可能性があ
る。

より多くの方の悩みに
寄り添える形を検討し
ながら、引き続き住ま
いに関する相談に対応
していく。

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第２節　地域福祉活動の推進　／　基本施策　第１項　ボランティア活動等の支援

81

ボラン
ティア・
市民活動
センター
の運営

市民活動推進
課

基本目標１－施
策３

　センターにおいて各種
団体と本市が連携・協力
して、保健福祉サービス
を提供する体制を強化し
ます。
市民のボランティア活
動、ＮＰＯ活動を支援す
る拠点機能の充実を図り
ます。

青梅ボランティア・市民活動セン
ターにおいて、ボランティア・市
民活動に関する各種相談受付や活
動場所の提供などを行い、市民活
動団体を支援した。出前講座とし
て「ボランティア活動について」
を吉川英治記念館にて開催した。

同センターとの協力によ
り、市民のボランティア
活動、ＮＰＯ活動を支援
する拠点機能の充実が図
れたと判断する。

B
ボランティア活動等の
支援に貢献したものと
判断する。

B

事業内容の前段「セン
ターにおいて各種団体
と本市が連携・協力し
て、保健福祉サービス
を提供する体制を強化
します。」について、
当課では取り組みは実
施していない。

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第２節　地域福祉活動の推進　／　基本施策　第２項　福祉コミュニティづくりの推進

82
自治会と
の連携

市民活動推進
課
高齢者支援課

　ひとり暮らし高齢者や
高齢者のみ世帯に対する
声掛けや安否確認につい
て、自治会との連携を強
化し、地域福祉の推進を
図ります。

自治会振興交付金を令和２年度か
ら引き続き、１自治会あたり一律
２万円増額し、高齢者の見守り活
動の準備を含めた自治会に対する
財政的支援を実施した。

回覧板を回す際に声掛け
を行うなど、自治会の負
担が増加しない方法で実
施。

B

補助金を増額したこと
により、自治会の負担
軽減を図り、取組の推
進の一助となってい
る。

B

近年、自治会の役割が
多く役員の負担増加が
課題となっている。声
掛けや安否確認を自治
会に委ねるのは限界が
あると考える。

今後も回覧板を回す際
に声掛けを行うなど、
自治会の負担が増加し
ない方法で進めたい。

83

民生児童
委員合同
協議会と
の連携

地域福祉課
高齢者支援課

　支援を必要とする高齢
者に対し、民生児童委員
と連携し、解決に向けた
対応を行います。また、
定期的に民生児童委員と
意見交換等の場を設けま
す。

各地区担当の民生・児童委員にお
いて、高齢者世帯への訪問を行
い、支援・相談等を行った。
また、定期的におこなわれる地区
協議会において意見交換を行っ
た。

【地域福祉課】
各地区担当の民生・児童
委員において、高齢者世
帯への訪問を行い、支
援・相談等を行った。
また、定期的におこなわ
れる地区協議会において
意見交換を行った。

B

【地域福祉課】
各地区担当の民生・児
童委員において、高齢
者世帯への訪問を行
い、支援・相談等を
行った。
また、定期的におこな
われる地区協議会にお
いて意見交換を行っ
た。

B

【地域福祉課】
新型コロナウィルス感
染症が5類感染症に移行
したあとも、高齢者世
帯へはより配慮が必要
なことから訪問ができ
ない世帯があった。

【地域福祉課】
各地区担当の民生・児
童委員において、高齢
者世帯への訪問を行
い、支援・相談等を
行っていく。
また、定期的におこな
われる地区協議会にお
いて意見交換を行って
いく。
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地域福祉計画
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84
社会福祉
協議会等
との連携

地域福祉課
高齢者支援課

　地域における民間福祉
団体の中心的組織である
社会福祉協議会および関
係団体と連携し、地域活
動とのネットワーク化を
図ります。

各事業関係団体と密に連絡を取り
合い、密接したネットワーク化を
図った。

各事業関係団体と密に連
絡を取り合い、密接した
ネットワーク化を図っ
た。

B

各事業関係団体と密に
連絡を取り合い、密接
したネットワーク化を
図った。

B

【地域福祉課】
社会福祉協議会および
関係団体とさらなる連
携を図る。

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第２節　地域福祉活動の推進　／　基本施策　第３項　見守りネットワークの充実

85

見守り支
援ネット
ワーク事
業

高齢者支援課
基本目標４－施
策２

　見守り支援ネットワー
ク事業協定にもとづき、
民間事業者と連携し、日
常業務における緩やかな
見守りを実施し、ネット
ワークを充実していきま
す。

民間事業者による見守り活動を
行った。また、見守り支援ネット
ワークに参加していることを示す
ステッカーを希望する締結事業者
へ配布した。
協定締結事業者　　 44社

民間事業者による見守り
活動を行った。年度末に
は連絡会を開催し情報共
有を図った。また、見守
り支援ネットワークに参
加していることを示すス
テッカーを作成し締結事
業者へ配布した。

B

民間事業者による見守
り活動を行った。見守
り支援ネットワークに
参加していることを示
すステッカーを作成・
配布することで、事業
の普及啓発を図った。

B

協定締結事業者につい
て、末端の従業員まで
見守り協定についての
知識が浸透していない
部分がある。

拡充

86

徘徊・Ｓ
ＯＳネッ
トワーク
事業【新
規】

高齢者支援課
基本目標４－施
策２

　認知症などで行方不明
になる可能性のある高齢
者を見守り、早期発見・
保護できるよう、ＩＣＴ
を活用した捜索支援アプ
リの活用等に取り組みま
す。

GPS機器の貸出と高齢者見守り
シールの交付

在宅の認知症高齢者を介
護する家族等にＧＰＳ機
器の貸出しや、二次元
コードを使用した見守り
ができる高齢者見守り
シールの交付を行った。

B

ケアマネや行政機関等
へ事業の周知を行うこ
とで、ネットワークの
充実が図られた。

B

行政機関（主に警察）
が行方不明者を保護し
た場合、捜索支援アプ
リの使用に制限がある
（QRコードが読み込み
可能な機器がなく、私
物を使用せざるを得な
い）ことから、一部課
題が残っている。
家族の情報リテラシー
が低く、十分に活用で
きないケースがある
（申請者が高齢の配偶
者の場合など）

現状維持

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　第１項　介護予防・日常生活支援総合事業の推進

　１　介護予防・生活支援サービス事業　(1) 訪問型サービス

87

現行相当
サービス
（介護予
防サービ
ス相当の
訪問型
サービ
ス）

高齢者支援課

　国の基準による訪問型
サービスで、ホームヘル
パー（有資格者）が訪問
し、身体介護や家事援助
を行います。

要支援１・２、もしくは基本
チェックリストからの事業対象者
に対し、必要に応じてサービスを
提供した。

要支援１・２、もしくは
基本チェックリストから
の事業対象者に対し、必
要に応じてサービスを提
供した。

B

サービスの設定と提供
を通して、介護予防・
日常生活支援総合事業
の推進を行った。

B

事業の内容、対象、介
護報酬などが複雑で要
介護者との違いもあ
り、事業所、ケアマネ
の理解に課題がある。

現状維持

88

家事支援
に特化し
た訪問
サービス
（訪問型
サービス
Ａ）

高齢者支援課

　ホームヘルパー（有資
格者）が訪問し、身体状
況を確認しながら家事援
助を行います。

要支援１・２、もしくは基本
チェックリストからの事業対象者
に対し、必要に応じてサービスを
提供した。

要支援１・２、もしくは
基本チェックリストから
の事業対象者に対し、必
要に応じてサービスを提
供した。

B

サービスの設定と提供
を通して、介護予防・
日常生活支援総合事業
の推進を行った。

B

事業の内容、対象、介
護報酬などが複雑で要
介護者との違いもあ
り、事業所、ケアマネ
の理解に課題がある。

現状維持
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89

おうめ生
活サポー
ターサー
ビス（訪
問型サー
ビスＡ）

高齢者支援課

　おうめ生活サポーター
（青梅市が実施する一定
の研修修了者）が訪問
し、家事援助を行いま
す。

要支援１・２、もしくは基本
チェックリストからの事業対象者
に対し、必要に応じてサービスを
提供した。

要支援１・２、もしくは
基本チェックリストから
の事業対象者に対し、必
要に応じてサービスを提
供した。

B

サービスの設定と提供
を通して、介護予防・
日常生活支援総合事業
の推進を行った。

B

事業の内容、対象、介
護報酬などが複雑で要
介護者との違いもあ
り、事業所、ケアマネ
の理解に課題がある。

現状維持

90

短期集中
型予防
サービス
（訪問型
サービス
Ｃ）

高齢者支援課

　柔道整復師による運動
指導や日常生活動作の改
善に向けた運動を、短期
間で集中的に行います。

要支援１・２、もしくは基本
チェックリストからの事業対象者
に対し、必要に応じてサービスを
提供した。

要支援１・２、もしくは
基本チェックリストから
の事業対象者に対し、必
要に応じてサービスを提
供した。

B

サービスの設定と提供
を通して、介護予防・
日常生活支援総合事業
の推進を行った。

B

事業を実施することで
改善が見込まれる方は
一定数いると考えら
れ、提供事業所も十分
あるが、うまく周知・
利用促進できていな
い。

現状維持

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　第１項　介護予防・日常生活支援総合事業の推進

　１　介護予防・生活支援サービス事業　(2) 通所型サービス

91

現行相当
サービス
（介護予
防サービ
ス相当の
通所型
サービ
ス）

高齢者支援課

　国の基準による通所型
サービスで、生活機能向
上のための体操や食事、
入浴等のサービスを実施
します。

要支援１・２、もしくは基本
チェックリストからの事業対象者
に対し、必要に応じてサービスを
提供した。

要支援１・２、もしくは
基本チェックリストから
の事業対象者に対し、必
要に応じてサービスを提
供した。

B

サービスの設定と提供
を通して、介護予防・
日常生活支援総合事業
の推進を行った。

B

事業の内容、対象、介
護報酬などが複雑で要
介護者との違いもあ
り、事業所、ケアマネ
の理解に課題がある。

現状維持

92

軽度者向
けの通所
サービス
（通所型
サービス
Ａ）

高齢者支援課

　生活機能を維持するた
めの軽体操やレクリエー
ション、閉じこもり防止
のための集団活動を行い
ます。

要支援１・２、もしくは基本
チェックリストからの事業対象者
に対し、必要に応じてサービスを
提供した。

要支援１・２、もしくは
基本チェックリストから
の事業対象者に対し、必
要に応じてサービスを提
供した。

B

サービスの設定と提供
を通して、介護予防・
日常生活支援総合事業
の推進を行った。

B

事業の内容、対象、介
護報酬などが複雑で要
介護者との違いもあ
り、事業所、ケアマネ
の理解に課題がある。

現状維持

93

短期集中
型予防
サービス
（通所型
サービス
Ｃ）

高齢者支援課

　短期間で集中的に行う
２種類のサービスを実施
します。
●機能訓練指導員による
運動指導やマシーンなど
を使った筋力向上のため
の運動
●柔道整復師による運動
指導や日常生活動作の改
善に向けた運動

要支援１・２、もしくは基本
チェックリストからの事業対象者
に対し、必要に応じてサービスを
提供した。

要支援１・２、もしくは
基本チェックリストから
の事業対象者に対し、必
要に応じて、柔道整復師
によるサービスを提供し
た。

C

機能訓練指導員による
筋力向上サービスにつ
いては、事業が実施出
来ず、施策推進につな
がらなかった。

C-1
事業の要件や趣旨、介
護報酬等の見直しなど
必要である。

事業内容の改正

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　第１項　介護予防・日常生活支援総合事業の推進

　１　介護予防・生活支援サービス事業　(3) その他の生活支援サービス

94
その他の
生活支援
事業

高齢者支援課

　生活支援サービス体制
整備を進める中で関係機
関や地域の団体等との協
議により、必要なサービ
スについて検討を進めま
す。

生活支援コーディネーターと各協
議体などが必要な関係機関や地域
の団体との協議により、必要な
サービスについて検討をすすめ
た。

各地域で第２層協議体114
回開催した。延べ約1,381
人の地域住民が参加し、
事業所とも連携や協議を
行いながら、地域の支え
合いや必要なサービスに
ついての話し合いを行っ
た。

B

各地域の第2層協議体で
地域課題の把握、必要
なサービスについて検
討を行い、介護予防、
日常生活支援総合事業
を推進した。

B

協議体の中で検討され
た課題を施策化する力
が弱いことが課題に
なっている。

拡充
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価
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貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　第１項　介護予防・日常生活支援総合事業の推進

　２　一般介護予防事業

95

介護予防
事業対象
者把握事
業（介護
予防把握
事業）

高齢者支援課

　要支援・要介護認定を
受けていない65歳以上の
市民に対し、生活機能に
関する状態等、介護予防
事業対象者の把握に努め
ます。
　また、地域包括支援セ
ンター職員が訪問し、介
護予防事業の説明・案内
を行います。

令和５年４月１日現在、７５歳の
市民（要介護認定者のうち居宅介
護支援事業と契約のあるもの、病
院、施設など入所者は除く）を対
象にフレイル状況を確認する調査
票とフレイル予防のチラシを送付
し、家庭訪問や電話での状況確認
を実施した。
調査票発送数　2,195人
調査票返送数　1,796人
電話・訪問延べ人数3,045人
把握人数　2,080人

毎年4月1日時点で75歳の
市民を対象に訪問や電話
での状況確認を実施し、
生活機能に関する状態等
の把握や介護予防事業の
説明・案内を実施した。

B

75歳の市民を対象にフ
レイル状況を確認する
調査票とフレイル予防
のチラシを送付した。
送付者全員に家庭訪問
や電話での状況確認を
実施することで介護予
防の普及や推進を行っ
た。

B

高齢者が増加する中で
いかに効率よく高齢者
の実態把握を行うかが
課題。

現状維持

96

介護予防
講演会
（介護予
防普及啓
発事業）

高齢者支援課

　介護予防、認知症予防
等に関する講演会を開催
し、基本的な知識の普及
啓発を図ります。

介護予防、認知症予防等に関する
講演会を２回開催した。
・認知症講演会
「明日認知症と言われたら」
参加者　36人
講師：とうきょう認知症希望大使　
能任智子氏
・介護予防講演会
「今だからできるフレイル予防に
ついて」
参加者　22名
講師：東京都健康長寿医療セン
ター　東京都介護予防・フレイル
予防推進支援センター　秦俊貴氏

毎年認知症と介護予防の
講演会をそれぞれ1回ず
つ、計2回行い、知識の普
及啓発を行った。

B

地域で介護予防活動し
ている方の参加によっ
て、通いの場でも講演
の内容が生かされ参加
できなかった市民にも
知識が波及した。
認知症の理解や当事者
の社会参加、本人発信
の大切さを普及でき
た。

B

参加者の声より、具体
性・実践性のある知識
の普及が課題となって
いる。認知症の本人発
信について課題となっ
ている

現状維持

97

介護予防
教室（介
護予防普
及啓発事
業）

高齢者支援課
　介護予防の普及に資す
る運動教室等の介護予防
教室を開催します。

介護予防教室を以下のとおり実施
した。
・健康長寿のび～る教室
　全10回×年2回　
　参加実人数30人　延べ270人
　委託事業者：医療法人社団和風
会
　会場：河辺市民センター、文化
交流センター
・脳イキイキ教室
　全6回×年3回　
　参加実人数46人　延べ226人
　委託事業者：医療法人社団和風
会
　会場：成木市民センター、梅郷
市民センター、今井市民センター

運動教室等を開催し、介
護予防に関する知識や運
動の普及啓発を図った。

B

自身でできる運動につ
いての講義と実践を
行ったことで、自立し
た介護予防運動の実践
を促進することができ
た。

B

地域によっては参加者
数が少ない。また、男
性の参加率が低いこと
が課題となっている。

現状維持
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

98

介護予防
リーダー
養成事業
（地域介
護予防活
動支援事
業）

高齢者支援課
基本目標１－施
策２

　介護予防の重要性を理
解し、地域で健康づくり
のための活動を担ってい
く介護予防リーダーを養
成します。

介護予防リーダー養成のための取
り組みを以下のとおり実施した。
・介護予防リーダー養成講座
　全10回　
　参加実人数14人　延べ124人
・介護予防リーダーフォローアッ
プ講座
　全16回　延べ363人
・介護予防リーダー交流会
　全4回　延べ71人
　委託事業者：医療法人社団和風
会

自分や家族、地域のため
に自主的に介護予防活動
を行う介護予防リーダー
を養成した。また、介護
予防リーダーが継続的に
地域で自主活動を行える
よう、フォローアップと
して交流会を開催した

B

既存の通いの場だけで
なく、新規の通いの場
の立ち上げ支援も行
い、介護予防リーダー
が地域で活躍できる環
境づくりを行った。

B

既存のリーダーの高齢
化が進んでおり、世代
交代が進んでいない。
また、地域によっては
まだまだ通いの場の数
が不足している。

現状維持

99

介護予防
運動等の
普及・啓
発【再
掲】（関
連事業：
元気に♪
楽しく♪
梅っこ体
操）

高齢者支援課

　青梅市介護予防オリジ
ナル体操「梅っこ体操」
等の介護予防の運動や知
識の普及を図り、地域住
民が主体的に体操等を通
じて介護予防や健康づく
りに取り組むことを目指
します。

市内の教室や講座で梅っこ体操を
はじめ介護予防の運動や知識の普
及啓発を行った。
実施回数　10回

介護予防教室や講座の中
で介護予防の普及啓発を
行いながら、梅っこ体操
を実施して健康づくりに
取り組んだ。

B

梅っこ体操をはじめと
した運動を実践しても
らうことで市民が主体
的に取り組める健康づ
くりを促進した。

B

教室を開催できていな
い地域もあるため、そ
ういった地域にも教室
を開催していく必要が
ある。

現状維持

100

フレイル
予防に関
する普
及・啓発
【再掲】

高齢者支援課
健康課

　健康な状態と要介護状
態の中間の状態である
「フレイル」を予防する
ため、運動・栄養・社会
参加の3つのポイントか
ら、フレイル予防につい
ての情報提供の機会をつ
くります。

・介護予防教室でフレイル予防に
関する講義や運動を行った。
実施回数　33回　
参加人数　延べ539人（高齢者支
援課）
・介護予防やフレイル予防に関す
る内容を盛り込んだ「介護予防だ
より」等を作成し、介護予防教室
や通いの場、窓口などで配布する
ことで、多くの市民へフレイル予
防の重要性について周知を行っ
た。（高齢者支援課）

・介護予防教室でフレイ
ル予防を行った他、フレ
イル予防の冊子を市民に
配布することでフレイル
予防の普及啓発を行っ
た。

B

・健康運動指導士の
他、理学療法士、歯科
衛生士、管理栄養士、
フレイル予防推進員な
ど各専門職を講師にす
ることで多角的にフレ
イル予防を行うことが
できた。

B

・フレイルの認知度は
未だ低い為、各教室や
配布物等を通して引続
きフレイル予防の普及
啓発に取組む必要があ
る。

現状維持

101

介護予防
機能の強
化（地域
介護予防
活動支援
事業）

高齢者支援課

　介護予防リーダーなど
のボランティアの協力や
「青梅市地域介護予防活
動支援事業補助金」の制
度活用等により、高齢者
等が地域で行う自主的な
介護予防活動を支援して
いきます。

R４年度補助金利用団体
延１１２団体、実１３団体
補助金交付額合計　239,400円
自主グループ数２１
民間施設を使用するリーダーへの
補助ができるよう要綱改正を行っ
た。

公共施設を利用して地域
介護予防活動を行う団体
に対し、支援を行った。

B

団体への支援を通し
て、地域介護予防活動
を支援し、介護予防・
日常生活支援総合事業
の推進を行った。

B

介護予防活動の定義が
明確でなく、対象の活
動かどうかの線引きに
課題がある。

制度の見直し、改良
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

102

高齢者ク
ラブの健
康づくり
への支援

高齢者支援課

　高齢者の健康づくり、
介護予防のために、高齢
者クラブの要望に応じて
介護予防教室等を開催し
ます。

高齢者クラブからの依頼に応じ
て、フレイル予防等をテーマに教
室を開催した。
　実施回数　10回　
　参加延べ人数　233人

高齢者クラブ加入者を対
象に、介護予防教室を実
施し、介護予防の普及啓
発や自発的な介護予防に
資する組織の育成・支援
を行った。

B
介護予防教室を通し
て、一般介護予防の普
及を行った。

B

高齢者クラブが市に依
頼する際に、どのよう
な教室があるのかが分
からないことがあるた
め、介護予防教室の内
容を周知する必要があ
る。

現状維持

103

地域リハ
ビリテー
ション活
動支援事
業

高齢者支援課

　高齢者クラブを含め広
く市民への介護予防促進
のため、リハビリテー
ション専門職の専門的知
見の活用を図ります。

・市内3か所の各包括支援セン
ターで介護予防、フレイル予防等
をテーマにリハビリテーション専
門職等を講師に、講義や体操、レ
クリエーションを実施した。
　介護予防教室　
　実施回数　33回　
　参加延べ人数　539人
・介護の日イベント
　家族介護教室
　参加延べ人数　23人

リハビリテーション専門
職などを講師に、介護予
防教室を開催した。

B

介護予防教室では、専
門職によって日常生活
でそのまま使えるよう
な内容を実践すること
で、自身で介護予防を
行うことを促進した。

B
男性の参加率が低いこ
とが課題となってい
る。

現状維持

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　基本施策　第２項　包括的支援事業の推進

　１　地域包括支援センターの運営

104
総合相談
支援

高齢者支援課
基本目標３－施
策１

　高齢者の実情把握に努
め、高齢者本人・家族・
近隣住民からの相談に対
応し、総合的・専門的な
援助（助言・指導）を行
います。
地域の民生児童委員や公
的機関、専門機関等と連
絡を密にし、総合的支援
体制を整備します。

令和5年度相談件数
電話9,459件、訪問6,747件、来所
676件（３か所の地域包括支援セ
ンターの合計延べ件数）
地域の民生委員や関係機関等、高
齢者本人や親族以外からも幅広く
相談を受け付け、支援に繋げるこ
とができた。

地域包括支援センターを
中心に、医療・介護・福
祉関係機関や地域との連
携を密にし、高齢者本人
や親族以外からも幅広く
相談を受け付け、支援に
繋げることができた。

B

医療・介護・福祉関係
機関や地域との連携を
密にし、高齢者本人や
親族以外からも幅広く
相談を受け付け、支援
に繋げることができ
た。

B

認知症の増加、独居・
高齢者世帯の増加等、
高齢者をとりまく世帯
の抱える問題も複合化
している。高齢部門問
わず、幅広く関係機関
と連携し、総合的な支
援体制の整備が課題。

拡充（地域包括支援セ
ンター体制強化）

105 権利擁護 高齢者支援課

　地域包括支援センター
を中心に、関係機関と連
携し、高齢者虐待の予防
と早期発見に取り組みま
す。また、認知症など判
断能力が十分でない方に
対して、成年後見制度の
利用などを促進し、高齢
者の権利擁護に取り組み
ます。

社会福祉協議会等の関係機関と連
携して、高齢者の権利侵害の防止
に努めた。
令和５年度相談件数（地域包括支
援センター３か所合計延べ件数）
　虐待603件、成年後見92件、支
援拒否0件、その他14件

社会福祉協議会等の関係
機関と連携して、高齢者
の権利侵害の防止に努め
た。

B

地域包括支援センター
を中心に、関係機関等
と連携し、高齢者虐待
の予防と早期発見、支
援に取り組んだ。ま
た、認知症などにより
判断能力が十分でない
高齢者への成年後見制
度の利用支援に取り組
んだ。

B

認知症の増加、独居・
高齢者世帯の増加等、
高齢者をとりまく問題
も複合化している。関
係機関と連携し、総合
的な支援体制の整備が
課題。

拡充（地域包括支援セ
ンター体制強化）
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施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

106

包括的・
継続的ケ
アマネジ
メント支
援

高齢者支援課

　ケアプラン作成技術の
個別指導、支援困難事例
への指導助言、地域にお
ける社会資源との連携・
協力体制の整備等を行い
ます。

高齢者に対し包括的かつ継続的な
サービスが提供されるよう、地域
の多様な社会資源を活用した体制
の構築や介護支援専門員に対する
個別支援等を行った。
・ケアプラン勉強会
　開催：84回　1,343人参加
・ケアマネジャー研修会等　の開
催：研修会１回、勉強会１回、意
見交換会２回、

包括的・継続的なケアマ
ネジメント支援を実施で
きるよう、ケアプラン作
成技術の個別指導、支援
困難事例への指導助言、
地域における社会資源と
の連携・協力体制の整備
等を行った。

B

包括的・継続的なケア
マネジメント支援を実
施できるよう、ケアプ
ラン作成技術の個別指
導、支援困難事例への
指導助言、地域におけ
る社会資源との連携・
協力体制の整備等を
行った。

B

包括的・継続的ケアマ
ネジメントの実現に向
けた取り組みにおける
地域づくりの視点およ
び地域ケア会議の活用
が課題。

現状維持

107

介護予防
ケアマネ
ジメント
（第１号
介護予防
支援事
業）

高齢者支援課

　介護予防・生活支援
サービス事業対象者に対
して適切な介護予防サー
ビスが提供されるようア
セスメント、必要に応じ
たケアプランの作成、
サービス提供後のモニタ
リングを行い、自立保持
のための身体的・精神
的・社会的機能の維持、
向上を図ります。

要支援１・２もしくは基本チェッ
クリストからの事業対象者に対
し、利用者に適切な介護予防サー
ビスが提供されるようケアマネジ
メントを実施した。

要支援１・２もしくは基
本チェックリストからの
事業対象者に対し、利用
者に適切な介護予防サー
ビスが提供されるようケ
アマネジメントを実施し
た。

B

要支援１・２もしくは
基本チェックリストか
らの事業対象者に対
し、利用者に適切な介
護予防サービスが提供
されるようケアマネジ
メントを実施した。

B

生活支援体制整備事業
および認知症施策と連
動した取り組みが課
題。

現状維持

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　基本施策　第２項　包括的支援事業の推進

　２　地域ケア会議の推進

108
地域ケア
会議の推
進

高齢者支援課
基本目標４－施
策１

　「自立支援」に重点を
おき、日常生活圏域ごと
に「自立支援・介護予防
に向けた地域ケア会議」
を多職種で連携して開催
し、地域の課題把握へと
つなげます。

個別事例の検討により、介護予
防・自立支援に向けた支援への助
言や関係機関のネットワーク構
築、地域課題の抽出等を図る地域
ケア会議を実施した。
開催回数：6回
検討事例：18事例

事例検討を通じ、関係者
など多職種のネットワー
ク構築につながった。
個別事例の中にある地域
課題の把握に意識して会
議を進行することができ
た。

B

個別事例の検討から地
域課題を意識すること
で、「自立支援・介護
予防に向けた地域ケア
会議」を推進できた。

B

個別事例の中から地域
課題の要素を把握し
て、地域課題を検討す
る場につなげていな
い。

現状維持

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　基本施策　第２項　包括的支援事業の推進

　３　在宅医療・介護連携推進事業

109

在宅医
療・介護
連携に関
する情報
収集、　
課題把握
等および
関係者へ
の情報周
知

高齢者支援課

基本目標３－施
策１・施策２
基本目標４－施
策１

　在宅医療、介護連携に
関する課題の抽出、ま
た、地域の医療機関や介
護事業所等の情報、機能
等を把握し、多職種ネッ
トワーク連絡会等におい
て医療・介護関係者と、
対応等の検討や情報共有
を行います。

顔の見える関係づくりについてを
テーマに、多職種ネットワーク連
絡会を開催した。
開催回数：年１回
参加人数：18人

顔の見える関係づくりに
ついてをテーマに、多職
種ネットワーク連絡会を
開催し、市の取組状況の
共有および連携に向けた
課題等について検討を
行った。

B

顔の見える関係づくり
についてをテーマに、
多職種ネットワーク連
絡会を開催し、市の取
組状況の共有および連
携に向けた課題等につ
いて検討を行った。

B

医療ニーズ・介護ニー
ズともに必要な高齢者
が増加している。医
療・介護の一体的提供
を目指した連携体制の
ための情報共有、課題
の抽出が課題。

拡充
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

110

在宅医
療・介護
連携に関
する相談
支援

高齢者支援課

基本目標３－施
策１・施策２
基本目標４－施
策１

　医療・介護関係者の円
滑な連携を支援する相談
窓口体制を目指します。

直営地域包括支援センター総合相
談支援事業において、医療・介護
連携に関する相談支援を実施し
た。

直営地域包括支援セン
ター内に窓口設置し、医
療・介護連携に関する相
談支援を実施した。

B

直営地域包括支援セン
ター内に窓口設置し、
医療・介護連携に関す
る相談支援を実施し
た。

B

より身近な場所での相
談支援窓口として、各
地域包括支援センター
に相談窓口を設置する
ことが必要。

拡充（各地域包括支援
センターに相談窓口を
設置）

111

在宅医
療・介護
連携に関
する地域
住民への
普及啓発

高齢者支援課

基本目標３－施
策１・施策２
基本目標４－施
策１

　地域住民が在宅医療や
介護について理解し、在
宅での療養が必要になっ
たときに必要なサービス
を適切に選択できるよう
にするとともに、地域住
民の在宅医療や介護連携
の理解の促進を図りま
す。

・人生の最終段階における医療・
ケアの方針や、生き方について日
頃から話し合い共有する人生会議
をテーマに市民対象の講演会を開
催した。
開催：１回　22人
内容：人生会議 講演会～人生の
最終章、あなたはどう飾ります
か？～
・また、西多摩地域広域行政圏協
議会共同事業として住民向け講演
会を開催した。
開催：１回　154人
内容：治さなくてよい認知症～認
知症は直らない　でも私たちにで
きることがある～

　地域住民の在宅医療や
介護連携の理解の促進を
図るための取組みとして
住民向け講演会を開催し
た。また、希望者にエン
ディングノート周知を
行った。、

B

　地域住民が在宅医療
や介護について理解
し、在宅での療養が必
要になったときに必要
なサービスを適切に選
択できるようにすると
ともに、地域住民の在
宅医療や介護連携の理
解の促進を図ることを
目指した。

B

地域住民の在宅医療や
介護連携の理解の促進
を図るためには、在宅
医療・介護関係者間に
おける情報共有や連携
体制に向けた取り組み
が必要。

現状維持

112

在宅医
療・介護
連携に関
する関係
者間の　
情報共有
に関する
支援およ
び研修の
実施

高齢者支援課

基本目標３－施
策１・施策２
基本目標４－施
策１

　医療と介護について、
関係者が互いの業務の現
状を知り、意見交換ので
きる関係を構築するな
ど、地域の医療・介護関
係者の連携促進を目的と
した多職種での研修を近
隣自治体と連携して実施
します。
　また、地域の医療・介
護関係者間での情報共有
ツールの導入や活用につ
いて支援します。

西多摩地域広域行政圏協議会共同
事業として医療・介護関係者向け
研修会をオンラインで開催した。
開催：１回　69人
内容：「地域包括ケアを考える」

西多摩地域広域行政圏協
議会共同事業として、地
域の医療・介護関係者の
連携促進を目的とした多
職種での研修を実施し
た。

B

西多摩地域広域行政圏
協議会共同事業とし
て、地域の医療・介護
関係者の連携促進を目
的とした多職種での研
修を実施した。

B

地域住民の医療ニーズ
市内外ともに求められ
ることから、西多摩地
域における連携が必
要。

現状維持
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価
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貢献したか
（右の評価の詳細）
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担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　基本施策　第２項　包括的支援事業の推進

　４　生活支援体制整備事業

113

生活支援
サービス
の体制整
備【拡
充】

高齢者支援課

基本目標１－施
策３
基本目標２－施
策１・施策２

　各圏域に配置された生
活支援コーディネーター
は、地域の協議体と一緒
に地域の実情に応じた生
活支援の基盤整備を推進
していきます。
　地域の社会資源や課題
の把握を行い、多様な主
体間の情報共有、および
関係者間のネットワーク
の構築を図り、高齢者の
社会参加につながるよう
な地域活動を創出しま
す。

地域の支え合い活動を推進するた
めに11の地域で第２層協議体の活
動を実施。計114回開催した。第
１層協議体を開催し、情報共有と
青梅市全体の課題について話し合
いを行った。

生活支援コーディネー
ターを日常生活圏域に
各々配置することができ
た。
生活支援の体制整備とし
て地域での支えあい活動
を推し勧め、第２層協議
体を各市民センターごと
に設置する取り組みを
行った。その結果、地域
活動や課題の共有、関係
者間のネットワークの構
築を図ることができた。
今後も既存の活動の維
持・拡充や地域の実情に
合わせた活動の創設に向
け取り組んでいく。

B

第２層協議体を１1か所
設置し、各々の協議体
が地域の実情に合った
活動を続け、地域の支
え合い活動を推進し
た。

B

生活支援体制整備事業
と第２層協議体の認知
度が低く、今後市民に
どのように周知し、支
え合い活動の大切さや
参加者を増やしていく
かが課題となってい
る。

現状維持

114

元気高齢
者等が支
える家事
支援サー
ビスの担
い手（お
うめ生活
サポー
ター）養
成研修

高齢者支援課

　高齢者の暮らしを支え
る新たな担い手として、
また、元気な高齢者の新
たな社会参加の場の１つ
として、高齢者への家事
支援サービスの担い手を
養成するための研修を行
います。

介護予防・日常生活支援総合事業
の訪問型サービスのうち、元気高
齢者等が実施するサービスを安定
して供給するために担い手（おう
め生活サポーター）養成研修を
行った。
参加者人数　14名

青梅生活サポーター養成
研修を実施した。研修終
了後に任意参加で社協、
シルバー人材センターが
業務内容の説明や質疑応
答の時間を取り、登録を
積極的に勧奨した。

B

元気高齢者に対して担
い手研修を実施するこ
とで生活支援体制整備
事業の推進につながっ
た。

B

研修を受講した後に登
録する人の割合が少な
いことが課題になって
いる。

拡充

115
高齢者の
社会参加
への取組

高齢者支援課

　生活支援コーディネー
ターや認知症地域支援推
進員等が地域や関係機関
と連携し、通いの場や見
守り活動など高齢者の社
会参加につながる取組を
行います。

生活支援コーディネーターや認知
症地域支援推進員等が介護予防教
室やリーダー養成研修、認知症カ
フェなどに参加し、高齢者の社会
参加につなげるための支援を実施
した。

生活支援コーディネー
ターが地域住民や関係機
関と連携し、11の地域で
第２層協議体114回開催し
た。延べ1,381人の住民が
参加し地域の支え合いや
高齢者の社会参加につい
て話し合いを行った。認
知症地域推進員が地域や
関係機関と連携し認知症
カフェを6か所で開催し、
当事者や本人の社会参加
につなげた。介護予防
リーダーを養成し、通い
の場の拡大を図った。

B

生活支援コーディネー
ターと認知症地域推進
員が地域住民や関係機
関と連携を図りなが
ら、高齢者の社会参加
の機会を検討、創出し
生活支援の体制整備を
推進した。

B
活動が拡大するにあた
り、費用や場所の確保
が課題になっている。

拡充（地域および関係
機関との連携強化を行
う）
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第３節　地域支援事業による自立支援の充実　／　基本施策　第３項　任意事業の推進

116
介護サー
ビス事業
者連絡会

高齢者支援課
介護保険課

　市と介護サービス事業
者の定期的な情報交換と
連絡協議の場として、介
護サービス事業者連絡会
を行います。

介護サービス事業者連絡会を以下
のとおり開催した。
回数：1回
内容：実効性のあるＢＣＰ－現場
リスクマネジャーが伝授－

定期的に介護サービス事
業者連絡会を開催するこ
とにより、市と介護サー
ビス事業者の情報交換と
連絡協議の場を提供する
ことができた。

B

市と介護サービス事業
者との情報交換と連絡
協議を通して、任意事
業を推進した。

B

介護サービス事業所に
共通して参考になる講
演テーマの選定などに
ついて課題がある。

現状維持

117
居宅介護
支援事業
者連絡会

高齢者支援課
介護保険課

　ケアマネジャーの情報
交換と連絡協議の場とし
て居宅介護支援事業者連
絡会を行います。

居宅介護支援事業者連絡会を以下
のとおり開催した。
回数：1回
内容：住まいの防火防災診断にお
ける連携について、青梅消防署と
の意見交換

定期的に居宅介護支援事
業者連絡会を開催するこ
とにより、ケアマネ
ジャー同士の情報交換と
連絡協議の場を提供する
ことができた。

B

市と居宅介護支援事業
者との情報交換と連絡
協議を通して、任意事
業を推進した。

B

居宅介護支援事業所に
共通して参考になる講
演テーマの選定などに
ついて課題がある。

現状維持

118
介護給付
費通知発
送

介護保険課

　介護サービス利用者
に、実際に利用している
サービスの種類・費用を
通知します。
　利用者の給付内容の把
握と介護保険制度の理解
を図ります。

介護給付費通知を発送し、給付内
容を確認いただくことにより、給
付の適正化を図るとともに、制度
理解を促進した。
・10月発送(令和４年８月～令和
５年７月分)
　送付件数：6,245通

通知内容・対象者等を適
宜見直しながら、効果的
な通知となるよう、今年
度も圧着はがきの形態を
採った。

B

利用者が自身の給付内
容について把握するた
め、必要な情報の提供
を行うことができた。

B

国が標準的に定める通
知内容が複雑であるこ
とから、高齢者本人な
らびに家族が理解する
ことが困難であり、当
初期待されていた効果
を達成できていないこ
と。

本事業については、期
待する効果が得られて
いるか把握することが
困難であることから、
第９期計画期間中に実
施の方向性を検討して
いく。

119
家族介護
教室

高齢者支援課

　高齢者を介護している
家族等に対し、介護方法
や介護予防、健康づくり
などについての知識・技
術を習得する家族介護教
室を開催します。

介護の日イベントに合わせて家族
介護教室を開催した。
実施回数　２回
参加者延べ人数　23人

高齢者を介護している家
族等に対して、介護や健
康づくり等に関する教室
を開催し、介護者の身体
的、精神的負担の軽減を
図った。

B

介護者の身体的、精神
的負担の軽減を図るこ
とを通して、任意事業
を推進した。

B

参加者数の増加のため
の周知に課題がある。
テーマや講師の選定に
課題がある。

現状維持

120
家族介護
慰労金支
給事業

高齢者支援課

　重度の要介護者を在宅
で介護している家族等の
慰労および経済的負担の
軽減などを図るため、一
定の要件を満たす場合に
家族介護慰労金を支給し
ます。

該当件数：　　3件
支給額：30,000円

一定の要件を満たす場合
に家族介護慰労金を支給
することにより、重度の
要介護者を在宅で介護し
ている家族等の慰労およ
び経済的負担の軽減など
を図ることができた。

B

重度の要介護者を在宅
で介護している家族等
の慰労および経済的負
担の軽減などを図るこ
とを通して、任意事業
を推進した。

B

慰労とともに、専門職
による介護等に関する
適切なアドバイスを実
施したいが、慰労金の
支給や専門職の受け入
れに否定的な世帯があ
る。

現状維持

121

介護サー
ビス相談
員派遣事
業

高齢者支援課

　介護サービス相談員が
介護施設等を訪問し、利
用者の相談に対応しま
す。

介護サービス相談員の派遣を以下
のとおり実施した。
・介護老人福祉施設
・通所介護
・認知症対応型共同生活介護
・個人宅

介護サービス相談員を介
護施設へ派遣し、利用者
の相談に乗ることで、利
用者と介護施設、行政と
の橋渡しを行うことがで
きた。

B

介護サービス相談員を
介護施設へ派遣し、利
用者の相談に乗ること
で、利用者と介護施
設、行政との橋渡しを
行い、任意事業を推進
した。

B

事業の知名度が十分で
なく、受入れに否定的
な事業所が依然として
多い。
相談員の個性やスキル
の問題もあるが、過去
に受け入れた事業所か
ら否定的な印象を持た
れてしまうことがあっ
た。

現状維持
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第４節　認知症施策の推進　／　基本施策　第１項　普及啓発・本人発信支援

122
認知症サ
ポーター
養成研修

高齢者支援課
基本目標１－施
策１・施策２

　認知症に関する正しい
知識を持ち、地域や職場
において認知症の人や家
族を支援する認知症サ
ポーターを養成するた
め、講師を派遣し、研修
を行います。

認知症サポーター養成研修を以下
のとおり実施した。
・実施回数　25回
・養成サポーター数　575人

市民や学生に対し認知症
サポーターを養成し、認
知症にやさしいまちを目
指した。

B

認知症サポーターを養
成することで、認知症
の普及啓発・本人発信
支援を行った。

B
コロナ禍により中断し
た小、中学校での開催
が再開できていない。

拡充

123
認知症ケ
アパスの
活用

高齢者支援課

　認知症の人とその家族
に掲示することを目的
に、具体的な機関名や内
容および認知症の段階に
合わせた医療・介護サー
ビスや支援の仕組み（認
知症ケアパス）等が掲載
されたガイドブックを作
成し、適宜見直しを行う
とともに、広く関係者や
住民への効果的な周知を
図ります。

認知症ケアパスを増刷し、市内の
医療機関、公的施設等に配置した
り、訪問時に必要に応じて交付し
たほか、認知症サポーター養成講
座にて受講者に交付した。

認知症ケアパスの増刷を
行った。
医療機関、介護事業所等
に配布したほか、市民や
認知症サポーター養成講
座受講者等にも広く配布
した。

B

認知症ケアパスの更
新、配布を通して、認
知症の普及啓発・本人
発信支援を行った。

B

ケアパスには医療機関
の情報が乏しい事や、
認知症基本法や健診の
取り組みによっては改
正が必要になる可能性
もある

現状維持

124
認知症の
相談窓口
の周知

高齢者支援課

　認知症の人やその家
族、関係機関に対して、
認知症のことをどこに相
談すれば良いか、どのよ
うな支援があるかを広く
周知するため、広報によ
る定期的な情報発信や
ホームページの整備に取
り組みます。

広報での周知に加え、スーパーや
図書館、文化交流センター、アル
ツハイマー月間において市役所ロ
ビーなどでもの忘れ相談会を実施
し、相談窓口等の周知に加え、実
際の相談対応を行った。

出張もの忘れ相談会の開
催および実際の相談対応
を通して、認知症相談窓
口の周知を行った。

B

認知症相談窓口の周知
を通して、認知症の普
及啓発・本人発信支援
を行った。

B

出張もの忘れ相談会に
おける相談者の秘匿性
の確保や、気軽に相談
できる雰囲気づくりな
どに課題がある。

現状維持

125

認知症簡
易チェッ
クシステ
ムによる
啓発

高齢者支援課

　認知症の早期発見や啓
発のため、スマートフォ
ンなどで気軽に認知症の
簡易チェックができるシ
ステムを推進します。

認知症チェックシステムを運用
し、定期的に広報等で周知するこ
とで利用につながっている。

認知症チェックシステム
の周知・利用促進を行う
ことで認知症の早期発見
を支援した。

B

認知症の早期発見を支
援することで、認知症
の普及啓発・本人発信
支援を行った。

B

独居や高齢者のみ世帯
等で電子機器を用いた
認知症簡易チェックが
困難な方への対応等に
課題がある。

現状維持

126

本人発信
支援に向
けた基盤
づくりへ
の取組
【新規】

高齢者支援課

　認知症地域支援推進員
を中心に、認知症カフェ
や家族の会等に関係者・
家族のみならず認知症の
本人が参加できるような
機会の提供を行い、本人
発信ができるような環
境・機会等をつくること
を目指します。

認知症講演会や、認知症ステップ
アップ講座などで本人発信や社会
参加の重要性について普及啓発を
行った。地域支援推進員を中心に
認知症カフェの普及に取り組み、
認知症サポーターの活動の場づく
りや本人発信に向けた支援を実施
した

市内で6か所で認知症カ
フェが開催され、認知症
サポーターの活動の場
や、認知症本人の発信の
場の創出に取り組んだ。

B

住民主体の認知症カ
フェの開設の支援や事
業所と連携して認知症
本人の発信の場の創出
について話し合いを行
い、普及啓発、本人発
信の推進を行った。

B

本人発信の場について
の周知や、当事者自身
への働きかけに課題を
感じている。本人の発
信の場としてもチーム
オレンジの設置が必
要。

拡充
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

127

認知症の
正しい知
識と理解
の普及・
啓発

高齢者支援課

　世界アルツハイマー
デーおよび月間にちなん
だパネル展や講演会等各
種イベント等を開催し、
認知症の普及・啓発を図
ります。

認知症の理解を深めるため、認知
症月間にあわせ、カフェ形式の相
談会（うめカフェ）、認知症サ
ポーター養成講座、認知症講演
会、もの忘れ相談会、パネル展示
などを実施した。

認知症月間に認知症に関
するイベントを集中的に
実施した。

B

認知症講演会を開催
し、認知症の正しい知
識と理解の普及・啓発
を行った。

B
認知症講演会のテーマ
や講師の選定について
課題がある。

現状維持

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第４節　認知症施策の推進　／　基本施策　第２項　認知症予防の推進

128

認知症支
援コー
ディネー
ター事業
の推進

高齢者支援課

　認知症の早期発見・対
応に向けて専門職と連携
し支援を行うため認知症
支援コーディネーターを
配置し、認知症の疑いの
ある高齢者の早期発見・
診断・対応を進めます。

個別ケースへの訪問等により認知
症の疑いがある人への相談他早期
発見・早期診断につなげる支援を
行った。
相談件数：延べ353件
訪問件数：延べ146件

認知症支援コーディネー
ターの配置により、個別
ケース支援のバックアッ
プ、認知症の疑いのある
高齢者の早期発見・診
断・対応を行うことがで
きた。また、各地域包括
支援センターとも綿密な
連携を行うことができ
た。

B

認知症支援コーディ
ネーターを配置したこ
とにより、認知症の早
期発見、早期治療につ
なげ、認知症の重症化
予防を推進した。

B

令和6年度より地域包括
支援センターに認知症
コーディネーターを配
置することにより、活
動実績のカウントの仕
方や対応方法などにば
らつきが生じる可能性
がある。

拡充

129

認知症地
域支援推
進員の配
置

高齢者支援課

　地域における認知症の
理解を推進するため、介
護や認知症に関する専門
知識をもつ認知症地域支
援推進員を各地域包括支
援センターに配置しま
す。
認知症の人や家族等への
相談支援、医療、介護の
連携支援や研修会の開
催、認知症カフェの推進
等の取組等を行い、地域
で高齢者を見守る体制づ
くりに取り組みます。

地域支援推進員を中心に、認知症
講演会や、認知症ステップアップ
講座などで本人発信や社会参加の
重要性について普及啓発を行っ
た。認知症カフェの普及に取り組
み、認知症サポーターの活動の場
づくりや本人発信に向けた支援を
実施した

認知症地域支援推進員の
配置により、もの忘れ相
談会や認知症カフェをは
じめ、各地域で認知症の
正しい知識の普及と、認
知症に優しいまち作りを
目指し認知症施策を展開
した。

B

各地域で認知症施策を
展開することにより、
認知症に対する正しい
知識の普及や認知症に
優しいまちづくりを推
進した。

B

認知症本人や認知症家
族の支援ニーズと認知
症サポーターの活動を
つなげる仕組みづくり
が課題。

現状維持

130

介護予防
講演会
（介護予
防普及啓
発事業）
【再掲】

高齢者支援課

　介護予防、認知症予防
等に関する講演会を開催
し、基本的な知識の普及
啓発を図ります。

介護予防、認知症予防等に関する
講演会を２回開催した。
・認知症講演会
「明日認知症と言われたら」
参加者　36人
講師：とうきょう認知症希望大使　
能任智子氏
・介護予防講演会
「今だからできるフレイル予防に
ついて」
参加者　22名
講師：東京都健康長寿医療セン
ター　東京都介護予防・フレイル
予防推進支援センター　秦俊貴氏

毎年認知症と介護予防の
講演会をそれぞれ1回ず
つ、計2回行い、知識の普
及啓発を行った。

B

地域で介護予防活動し
ている方の参加によっ
て、通いの場でも講演
の内容が生かされ参加
できなかった市民にも
知識が波及した。
認知症の理解や当事者
の社会参加、本人発信
の大切さを普及でき
た。

B

参加者の声より、具体
性・実践性のある知識
の普及が課題となって
いる。認知症の本人発
信について課題となっ
ている

現状維持
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事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

131

介護予防
教室（介
護予防普
及啓発事
業）【再
掲】

高齢者支援課
　介護予防の普及に資す
る運動教室等の介護予防
教室を開催します。

介護予防教室を以下のとおり実施
した。
・健康長寿のび～る教室
　全10回×年2回　
　参加実人数30人　延べ270人
　委託事業者：医療法人社団和風
会
　会場：河辺市民センター、文化
交流センター
・脳イキイキ教室
　全6回×年3回　
　参加実人数46人　延べ226人
　委託事業者：医療法人社団和風
会
　会場：成木市民センター、梅郷
市民センター、今井市民センター

運動教室等を開催し、介
護予防に関する知識や運
動の普及啓発を図った。

B

自身でできる運動につ
いての講義と実践を
行ったことで、自立し
た介護予防運動の実践
を促進することができ
た。

B

地域によっては参加者
数が少ない。また、男
性の参加率が低いこと
が課題となっている。

現状維持

132

高齢者の
社会参加
への取組
【再掲】

高齢者支援課

　生活支援コーディネー
ター、認知症地域支援推
進員等が地域や関係機関
と連携し、通いの場や見
守り活動など高齢者の社
会参加につながる取組を
行います。

生活支援コーディネーターや認知
症地域支援推進員等が介護予防教
室やリーダー養成研修、認知症カ
フェなどに参加し、高齢者の社会
参加につなげるための支援を実施
した。

生活支援コーディネー
ターが地域住民や関係機
関と連携し、11の地域で
第２層協議体114回開催し
た。延べ1,381人の住民が
参加し地域の支え合いや
高齢者の社会参加につい
て話し合いを行った。認
知症地域推進員が地域や
関係機関と連携し認知症
カフェを6か所で開催し、
当事者や本人の社会参加
につなげた。介護予防
リーダーを養成し、通い
の場の拡大を図った。

B

生活支援コーディネー
ターと認知症地域推進
員が地域住民や関係機
関と連携を図りなが
ら、高齢者の社会参加
の機会を検討、創出し
生活支援の体制整備を
推進した。

B
活動が拡大するにあた
り、費用や場所の確保
が課題になっている。

拡充（地域および関係
機関との連携強化を行
う）

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第４節　認知症施策の推進　／　基本施策　第３項　医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

133
認知症カ
フェの普
及

高齢者支援課

　認知症地域支援推進員
を中心に、生活支援コー
ディネーターや認知症疾
患医療センター等と連携
して認知症カフェを普及
し、認知症本人や家族が
集う活動を推進します。

認知症当事者と介護者等の集いの
場としての認知症カフェは市内で
6カ所設置している。　

認知症地域支援推進員が
カフェの運営者と連携
し、カフェの支援や周知
を行った。

B

住民主体の認知症カ
フェが立ち上がり、認
知症本人や家族が集う
場を推進した。

B
認知症カフェが増加し
た一方、周知が課題と
なっている。

拡充
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（右の評価の詳細）

取組状況の
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貢献したか
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担当課評価

課題 次期計画の方向性

134

認知症Ｂ
ＰＳＤケ
アプログ
ラム推進
事業

高齢者支援課

　介護サービス事業者等
を対象に、認知症ＢＰＳ
Ｄケアプログラム推進事
業等を実施し、認知症ケ
アの質の向上のための取
組を支援します。

「日本版ＢＰＳＤケアプログラ
ム」の普及促進のため、市内介護
サービス事業者のうち希望のあっ
た事業所を対象としてアドミニス
トレーター養成研修・フォロー
アップ研修を実施した。

また、認知症ケアプログラムの導
入を支援するため、申請のあった
事業者に対し、初期経費の補助を
行うが、令和５年度は交付申請が
なかった。

日本版BPSDケアプログラ
ムの普及啓発のため、ア
ドミニストレーター養成
研修、フォローアップ研
修を実施し、地域の認知
症ケアの質向上を図っ
た。

B

地域の認知症ケアの質
向上を図ることによ
り、認知症に係る医
療・ケア・介護サービ
ス・介護者への支援を
行った。

B

認知症ケアプログラム
導入初期にハードルが
多く、広く普及につな
がっていない点が課題
である。

現状維持

135

認知症初
期集中支
援チーム
推進事業

高齢者支援課
基本目標３－施
策２

　本人の拒否等から医療
や介護のサービスに結び
ついておらず認知症また
は認知症の疑いがある高
齢者を、適切なサービス
の安定的利用につなげる
支援を行います。

認知症またはその疑いのある方、
家族を訪問し、早期に関わり診
断・対応できるよう専門職からな
る認知症初期集中支援チームを設
置し、周知を行ったが、支援には
繋がらなかった。

認知症またはその疑いの
ある方、家族を訪問し、
早期に関わり、医療や介
護につなげることができ
た。

B

認知症またはその疑い
のある方、家族を訪問
し、医療や介護につな
げることができ、認知
症の早期発見、重症化
予防を推進した。

B
事業の周知や、対象者
の選定や介入時期など
について課題がある。

現状維持

136

徘徊高齢
者家族支
援サービ
ス事業

高齢者支援課

　徘徊高齢者を探索する
ための位置探索ＧＰＳ機
器を貸与し、現在位置の
情報を介護者等に提供し
ます。

GPS端末の貸与

認知症により行方不明に
なるおそれのある方の家
族にＧＰＳ機器を貸与
し、家族の介護負担軽減
を図った。

B

認知症の方の家族の介
護負担軽減を図ること
で、認知症に係る医
療・ケア・介護サービ
ス・介護者への支援を
行った。

B

貸与者の中にはGPS機器
の位置探索をほとんど
行っていない者もあ
り、課題となってい
る。

現状維持

137

認知症疾
患医療セ
ンター等
との連携

高齢者支援課

　受診困難等認知症の疑
いがある高齢者を訪問す
るなど、認知症の人とそ
の家族を支援するため、
都が指定する認知症疾患
医療センター、民生児童
委員、かかりつけ医等と
の連携を深めます。

都が指定する認知症疾患センター
と連携をして、各種イベントや相
談会を実施し、連携を深めた。地
域の認知症の方の相談対応で民生
委員やかかりつけ医との連携を深
めた。

受診困難等認知症の疑い
がある高齢者について
は、各地域包括支援セン
ターで対応し、もの忘れ
相談会などで認知症疾患
医療センターと連携し、
個別対応を行った

B

認知症のイベントや相
談会を認知症疾患医療
センターと連携して実
施し、認知症予防を推
進した。

B

受診困難等認知症の疑
いがある高齢者につい
て、初期集中支援チー
ムと地域包括支援セン
ターの連携が課題と
なっている。

拡充

基本目標　第３章　高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち　／　施策方針　第４節　認知症施策の推進　／　基本施策　第４項　認知症バリアフリーの推進、社会参加支援

138

認知症サ
ポーター
の活動の
場づくり
【新規】

高齢者支援課

　認知症サポーター養成
講座を受講した認知症サ
ポーターが、修了後にボ
ランティア活動できるよ
うな場を提供し、認知症
本人・家族への支援等、
チームオレンジとしての
活動ができることを目指
します。

認知症サポーター養成講座修了生
を対象に、より深い知識や対応方
法を学ぶ機会として、ステップ
アップ講座を開催した。
参加人数　25人

認知症サポーター養成研
修修了者を対象にステッ
プアップ講座を開催し、
認知症の方や家族に対し
サポーターとして地域で
何ができるのかを考える
機会とした。

B

認知症サポーター養成
研修修了者を対象にス
テップアップ講座を開
催し、より深い知識や
対応を学び、認知症バ
リアフリーを推進し
た。

B
チームオレンジの活動
に向けて、支援体制の
構築に課題がある。

拡充
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139

認知症本
人の社会
参加への
取組【新
規】

高齢者支援課
　認知症カフェなど本人
が気軽に参加できる場づ
くりを推進します。

認知症地域推進員が地域や関係機
関と連携し認知症カフェを6か所
で開催し、当事者や本人の社会参
加につなげた。認知症サポーター
ステップアップ講座を開催し、
チームオレンジの設置に向けて取
り組みを行った。

認知症地域支援推進員を
中心に認知症の人や家族
等への相談支援やて、地
域で認知症の人や家族が
参加しやすい場所の創出
や体制づくりについて検
討を行った。

B

認知症カフェなどを創
出し、認知症サポー
ターの活動の場の拡充
や本人の社会参加を促
進した

B

認知症サポーターの活
動の場の拡充について
サポーターへの働きか
けなどに課題がある

拡充

140

徘徊・Ｓ
ＯＳネッ
トワーク
事業【再
掲】

高齢者支援課

　認知症などで行方不明
になる可能性のある高齢
者を見守り、早期発見・
保護できるよう、ＩＣＴ
を活用した捜索支援アプ
リの活用等に取り組みま
す。

GPS機器の貸出と高齢者見守り
シールの交付

在宅の認知症高齢者を介
護する家族等にＧＰＳ機
器の貸出しや、二次元
コードを使用した見守り
ができる高齢者見守り
シールの交付を行った。

B

ケアマネや行政機関等
へ事業の周知を行うこ
とで、ネットワークの
充実が図られた。

B

行政機関（主に警察）
が行方不明者を保護し
た場合、捜索支援アプ
リの使用に制限がある
（QRコードが読み込み
可能な機器がなく、私
物を使用せざるを得な
い）ことから、一部課
題が残っている。
家族の情報リテラシー
が低く、十分に活用で
きないケースがある
（申請者が高齢の配偶
者の場合など）

現状維持

141

消費者の
見守り体
制づくり
【再掲】

市民安全課
高齢者支援課

　高齢者や認知症等の判
断力の低下した消費者
を、地域および関係機関
と連携して見守る体制づ
くりを目指します。

高齢者の消費者被害等の情報連絡
会を８月および２月の２回開催
し、関係機関と情報共有を図っ
た。

警察等と市関係機関が出
席する高齢者の消費者被
害等の情報連絡会を８月
と２月に開催し、高齢者
を取り巻くトラブルにつ
いて情報共有を図った。

B

高齢者の消費者被害や
トラブルについて関係
機関で情報を共有する
ことによって被害の現
状を把握し、被害の拡
大を防止することがで
きた。

B

認知症が疑われる消費
者の相談がふえること
が見込まれるため、消
費者相談室との連携強
化を図っていく。

関係機関で引き続き連
携を密にし、さまざま
なトラブルを未然に防
いだり、トラブルに
遭った際に迅速に対応
できる体制づくりを行
う。

142

成年後見
制度の活
用支援
【再掲】

地域福祉課

　社会福祉協議会による
成年後見制度や相談窓口
の周知、後見人支援の取
組（専門職の雇い上げ等
により相談や手続支援を
実施）、成年後見制度推
進機関運営委員会の開
催、社会福祉協議会職員
や市町村職員等に対する
研修の受講を推進しま
す。　

成年後見制度の相談窓口について
は社会福祉協議会に委託してい
る。社会福祉協議会では、チラシ
を作成し、包括支援センター、介
護老人施設、金融機関に設置し、
制度の周知に努めた。また、報酬
費用の助成については、１件の申
請に対して補助を行った。

青梅市社会福祉協議会が
東京都社会福祉協議会か
ら受託し、判断能力が不
十分な方の福祉サービス
利用援助や金銭管理を行
う、地域福祉権利擁護事
業を実施した。(契約件数
19件)
成年後見制度や遺言相
続、権利侵害についての
弁護士による無料相談会
を実施した。(相談件数81
件）
福祉サービス利用者の苦
情を受け付けた。(相談件
数2件）

B

青梅市社会福祉協議会
が東京都社会福祉協議
会から受託し、判断能
力が不十分な方の福祉
サービス利用援助や金
銭管理を行う、地域福
祉権利擁護事業を実施
した。(契約件数19件)
成年後見制度や遺言相
続、権利侵害について
の弁護士による無料相
談会を実施した。(相談
件数81件）
福祉サービス利用者の
苦情を受け付けた。(相
談件数2件）

B 関係機関への周知
社会福祉協議会等の関
係機関と連携し、事業
の推進を図っていく。
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基本目標　第４章　高齢者が安心して介護を受けられるまち　／　施策方針　第１節　介護保険事業の健全な運営　／　基本施策　第３項　介護サービスの適正な給付

143
要介護認
定の適正
化

介護保険課

　業務分析データや認定
調査結果から、ばらつき
のある項目について分析
を行い、全国一律の基準
にもとづく要介護認定が
行えるように改善を図り
ます。

　業務分析データの分析を行い、
認定調査結果に大きなばらつきは
見られなかった。認定調査員に
は、現任研修および定期的に印刷
物により、認定調査項目の定義の
再確認を行った。

認定調査員に対し、認定
調査員向けeラーニングを
活用するなど、毎年現任
研修を実施し、また、審
査会委員に対し全体会や
合議体長会議の場で認定
状況等の情報情報提供を
行った。
その結果、調査項目等の
ばらつきの改善を図るこ
とができた。

B

要介護認定の適正化を
図ることにより、介護
サービスの適正な給付
につなげることができ
た。

B

認定申請件数の増加が
見込まれるなか、認定
調査結果等のばらつき
が生じないようにする
必要がある。

現在の取組に加え、要
介護認定事務のプロセ
スにおいて、ICT機器等
を活用したオンライン
化を推進する。

144
ケアプラ
ンの点検

介護保険課

　介護支援専門員が作成
したケアプラン等を保険
者である市の職員がとも
に確認することで、自立
支援に資するケアマネジ
メントを協力して達成し
ます。

居宅介護支援事業所等の実地検査
等で、ケアプラン146件の点検を
実施した。

その他のケアプラン点検
の実施により、市の職員
の技量向上を図った。

B
自立支援に資するケア
マネジメントの協働。

B
職員の専門的知識の向
上が必要である。

高齢者支援課と協力
し、点検時に主任介護
支援専門員の目を通す
ことで、点検の質を高
め、利用者の自立支援
に貢献する。

145
住宅改修
等の点検

介護保険課

　受給者の身体状況等を
踏まえた適切な住宅改
修・福祉用具の給付がな
されるよう点検を行いま
す。

申請書の内容や改修概要が不明確
なものについて５件実施した。

令和４年度は新型コロナ
ウイルスの影響で市民
（高齢者）の自宅に調査
に行くことが困難であっ
たが、少しづつ実施回数
を増やせている。

B

書面では判断できかね
るケースや例外ケース
等に訪問し点検を行う
ことで介護サービスの
適正な給付につなげる
ことができる。

B
現地点検の時間短縮の
ため、業務スキルの向
上が求められる。

現在の取組に加え、各
事業者の適切な制度利
用を促すための普及啓
発を行う。

146

縦覧点
検・医療
情報との
突合

介護保険課

（縦覧点検）
　介護報酬の給付実績を
確認し、提供されたサー
ビスの整合性、算定回
数・算定日数等の点検を
行います。誤りがある場
合は事業者に正しい請求
を行うよう促します。
（医療情報との突合）
　介護給付情報と医療給
付情報を突合させ、医療
と介護の重複請求の排除
等を図ります。

毎月、国民健康保険団体連合会か
らの医療情報との突合について確
認を行い、請求誤りを是正した。
縦覧点検：270件

保険者（市）確認分（国
保連合会処理委託分以
外）について、未実施の
項目を順次実施した。

B

各事業所の請求を適正
な状態に保つべく、介
護保険制度上給付の条
件が限定されている項
目について、検査を行
うことができた。

B
職員の専門的知識の向
上が必要である。

点検対象の帳票を増や
し、不適切なサービス
利用の発見および是正
に務める。

147
介護給付
費通知の
発送

介護保険課

　介護サービス利用者
に、利用しているサービ
スの種類・費用・回数等
を通知し、利用者の給付
内容の把握と介護保険制
度の理解を図ります。

介護給付費通知を１回発送し、給
付内容を確認いただくことによ
り、給付の適正化を図るととも
に、制度理解を促進した。
・10月発送(令和４年８月～令和
５年７月分)
　送付件数：6,245通

通知内容・対象者等を適
宜見直しながら、効果的
な通知となるよう、今年
度も圧着はがきの形態を
採った。

B

利用者が自身の給付内
容について把握するた
め、必要な情報の提供
を行うことができた。

B

国が標準的に定める通
知内容が複雑であるこ
とから、高齢者本人な
らびに家族が理解する
ことが困難であり、当
初期待されていた効果
を達成できていないこ
と。

本事業については、期
待する効果が得られて
いるか把握することが
困難であることから、
第９期計画期間中に実
施の方向性を検討して
いく。
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第８期青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画評価

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況
計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題 次期計画の方向性

148
給付実績
の活用

介護保険課

　給付実績を活用して、
不適切な給付や事業者を
発見し、適正なサービス
提供と介護費用の効率
化、事業者の指導育成を
図ります。

居宅介護支援事業所10か所および
地域密着型サービス事業所９か所
の実地指導において、適正なサー
ビス提供が行われているか確認を
行った。

実地指導において、居宅
介護支援事業所で36件
分、地域密着型サービス
事業所で36件分の利用者
について、給付実績情報
を活用し、検査を行っ
た。

B

国保連合会から送付さ
れる給付実績情報等を
活用し、不適正な給付
が行われている可能性
のある利用者を抽出・
検査することができ
た。

B

実地指導と給付適正化
の担当課が別であるこ
とから、意識の共有・
連携のレベルを上げる
必要がある。

本事業については廃止
となり、一部ケアプラ
ンの点検にかかわる事
務は、「ケアプラン等
の点検」に統合され
る。
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